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平成２９年９月２７日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官  

平成２８年（ネ）第５５３４号，第５６９２号旧取締役に対する損害賠償，詐害行

為取消請求控訴，同附帯控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２３年（ワ）第２７

６７４号（以下「第１事件」という。），第２７６７７号（以下「第２事件」とい

う。）） 

平成２９年４月１７日口頭弁論終結 

             主       文 

１ 第１審原告及び第１審被告らの各控訴について 

  第１審原告及び第１審被告らの各控訴（ただし，第１審被告Ｃの控訴につい

ては，原判決主文第２項のうち第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの間の平成２２

年１１月１０日支払に係る１億２０００万円の贈与契約を取り消す部分並びに

第４項のうち第１審被告Ｃに対し１億２０００万円及びこれに対する平成２３

年９月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員の第１審原告への支払

を命ずる部分に対するものに限る。）をいずれも棄却する。 

２ 第１審原告の附帯控訴について 

  第１審被告Ｃは，第１審原告に対し，８０００万円及びこれに対する平成２

３年９月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

３ 第１審原告と第１審被告Ｂとの間の控訴費用は，これを５分し，その１を第

１審原告の負担とし，その余を第１審被告Ｂの負担とし，第１審原告と第１審

被告Ｄとの間の控訴費用は，第１審被告Ｄの負担とし，第１審原告と第１審被

告Ｃとの間の訴訟費用は，第１，２審とも第１審被告Ｃの負担とする。 

４ なお，原判決主文第２項の第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの間の平成２２年

５月２７日支払に係る８０００万円の贈与契約のうち１３１６万円を超えて支

払を約するとの合意部分を取り消す部分，同第４項のうち第１審被告Ｃに対し

６６８４万円及びこれに対する平成２３年９月１０日から支払済みまで年５分

の割合による金員の第１審原告への支払を命ずる部分並びに同第６項のうち第
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１審原告の第１審被告Ｃに対する請求に関する部分は，上記第２項の請求の認

容によりいずれも失効している。 

             事 実 及 び 理 由 

第１ 当事者の求めた裁判 

 １ 第１審原告の控訴の趣旨 

  ⑴ 原判決中第１審被告Ｂに関する部分を次のとおり変更する。 

  ⑵ 第１審被告Ｂは，第１審原告に対し，５０億円及びこれに対する平成２３

年９月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

  ⑶ 訴訟費用は，第１，２審とも第１審被告Ｂの負担とする。 

 ２ 第１審被告Ｂの控訴の趣旨 

  ⑴ 原判決中第１審被告Ｂ敗訴部分を取り消す。 

  ⑵ 上記部分につき，第１審原告の請求を棄却する。 

  ⑶ 訴訟費用は，第１，２審とも第１審原告の負担とする。 

 ３ 第１審被告Ｃの控訴の趣旨 

  ⑴ 原判決中第１審被告Ｃ敗訴部分を取り消す。 

  ⑵ 上記部分につき，第１審原告の請求をいずれも棄却する。 

  ⑶ 訴訟費用は，第１，２審とも第１審原告の負担とする。 

 ４ 第１審被告Ｄの控訴の趣旨 

  ⑴ 原判決中第１審被告Ｄに関する部分を取り消す。 

  ⑵ 第１審原告の第１審被告Ｄに対する請求をいずれも棄却する。 

  ⑶ 訴訟費用は，第１，２審とも第１審原告の負担とする。 

 ５ 第１審原告の附帯控訴の趣旨 

  ⑴ 主位的趣旨 

    第１審被告Ｃは，第１審原告に対し，８０００万円及びこれに対する平成

２３年９月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え（第１

審原告は，当審において，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの間の平成２２年
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５月２７日支払に係る８０００万円について債権者代位権に基づく不当利得

返還請求を追加し，これを主位的請求とした。）。 

  ⑵ 予備的趣旨（第１審原告は，当審において，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃ

との間の平成２２年５月２７日支払に係る８０００万円について原審におけ

る詐害行為取消請求を予備的請求とした。） 

   ア 原判決主文第２項の第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの間の平成２２年５

月２７日支払に係る８０００万円の贈与契約のうち１３１６万円を超えて

支払を約するとの合意部分を取り消す部分，同第４項のうち第１審被告Ｃ

に対し６６８４万円及びこれに対する平成２３年９月１０日から支払済み

まで年５分の割合による金員の第１審原告への支払を命ずる部分並びに同

第６項のうち第１審原告の第１審被告Ｃに対する請求に関する部分を次の

とおり変更する。 

   イ 第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの間の平成２２年５月２７日支払に係る

８０００万円の贈与契約を取り消す。 

   ウ 第１審被告Ｃは，第１審原告に対し，８０００万円及びこれに対する平

成２３年９月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

  ⑶ 訴訟費用は，第１，２審とも第１審被告Ｃの負担とする。 

  （第１審原告の附帯控訴の趣旨は，上記の趣旨のものと解することができ

る。） 

第２ 事案の概要等 

 １ 第１事件は，預金保険法附則７条１項所定の整理回収業務を行う第１審原告

が，経営破綻した日本振興銀行株式会社（以下「日本振興銀行」という。）の

取締役であった第１審被告Ｂに対し，日本振興銀行の取締役会において，平成

２０年１０月２８日及び同年１１月１７日の２回にわたり，株式会社ＳＦＣＧ

（以下「ＳＦＣＧ」という。）から商工ローン債権を買い取ることを承認する

旨の決議がされた（以下，この２回の取締役会決議を「本件取締役会決議」と
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いう。）際に，上記債権の買取りに賛成したことには取締役としての善管注意

義務違反があるなどと主張して，日本振興銀行から譲り受けた会社法４２３条

１項の損害賠償請求権に基づき，上記注意義務違反により日本振興銀行に生じ

た損害の一部である５０億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成

２３年９月１２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める事案である。 

   第２事件は，第１審被告Ｂが，第１審被告Ｃとの間で各贈与契約を締結し

て，自己名義の預金口座から第１審被告Ｃ名義の預金口座へ平成２２年５月２

７日に８０００万円を，同年１１月１０日に１億２０００万円をそれぞれ送金

し，また，第１審被告Ｄに対し，第１審被告Ｂが第１審被告Ｄから日本振興銀

行の株式を１億６２５０万円で買い取る旨の売買契約を締結してその代金を支

払ったところ，第１審原告が，①第１審被告Ｂの第１審被告Ｃ名義の預金口座

への同年５月２７日の８０００万円の送金について，主位的に，その送金の際

に締結された贈与契約は通謀虚偽表示で無効であり，第１審被告Ｂは第１審被

告Ｃに対し８０００万円の不当利得返還請求権を有しているが，無資力である

第１審被告Ｂがその権利を行使しないと主張して，第１審被告Ｃに対し，債権

者代位権による不当利得返還請求権に基づき，８０００万円及びこれに対する

訴状送達の日の翌日である平成２３年９月１０日から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による利息の支払を求め（この請求は，当審において追加された

ものである。），予備的に，上記８０００万円の贈与契約は詐害行為に当たる

と主張して，詐害行為取消権に基づき，上記贈与契約の取消しを求めるととも

に，第１審被告Ｃに対し，８０００万円及びこれに対する前同日から支払済み

まで前同割合による遅延損害金の支払を求め，②第１審被告Ｂの第１審被告Ｃ

名義の預金口座への平成２２年１１月１０日の送金に係る１億２０００万円の

贈与契約は詐害行為に当たると主張して，詐害行為取消権に基づき，上記贈与

契約の取消しを求めるとともに，第１審被告Ｃに対し，１億２０００万円及び
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これに対する訴状送達の日の翌日である平成２３年９月１０日から支払済みま

で民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，③第１審被告Ｂと

第１審被告Ｄとの間の上記売買契約は詐害行為に当たると主張して，詐害行為

取消権に基づき，上記売買契約の取消しを求めるとともに，第１審被告Ｄに対

し，１億６２５０万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である同月１１日

から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事

案である。 

   原判決が，第１事件の第１審被告Ｂに対する請求を３７億５６９３万４８２

６円及びこれに対する平成２３年９月１２日から支払済みまで年５分の割合に

よる遅延損害金の支払を求める限度で認容し，その余を棄却し，第２事件の第

１審被告Ｃに対する請求（ただし，上記の債権者代位権による不当利得返還請

求を除く。）を，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの間の平成２２年５月２７日

支払に係る８０００万円の贈与契約のうち１３１６万円を超えて支払を約する

との合意部分及び同年１１月１０日支払に係る１億２０００万円の贈与契約を

いずれも取り消し，第１審被告Ｃに対し１億８６８４万円及びこれに対する平

成２３年９月１０日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を支払を

求める限度で認容し，その余をいずれも棄却し，第２事件の第１審被告Ｄに対

する請求を全部認容したところ，第１審原告が，第１審被告Ｂに対する請求の

うち敗訴部分を不服として，第１審被告らが，いずれもその敗訴部分を不服と

して，それぞれ控訴をし，第１審原告が，第１審被告Ｃに対する請求のうち敗

訴部分を不服として附帯控訴をした上，当審において，第１審被告Ｂと第１審

被告Ｃとの間の平成２２年５月２７日支払に係る８０００万円について債権者

代位権に基づく不当利得返還請求を追加してこれを主位的請求とし，原審にお

ける詐害行為取消請求を予備的請求とした。 

 ２ 前提事実，争点及びこれに関する当事者の主張は，次の３ないし５のとお

り当審における第１審被告らの主張を付加するほかは，原判決の「事実及び
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理由」欄の「第２ 事案の概要」の２及び３に記載のとおりであるから，こ

れを引用する。ただし，原判決を次のとおり訂正する。 

  ⑴ 原判決中の各「原告」をいずれも「第１審原告」と，各「被告Ｂ」をい

ずれも「第１審被告Ｂ」と，各「被告Ｃ」をいずれも「第１審被告Ｃ」

と，各「被告Ｄ」をいずれも「第１審被告Ｄ」と，各「分離前被告Ｅ」を

いずれも「原審分離前被告Ｅ」と，各「分離前被告Ｆ」をいずれも「原審

分離前被告Ｆ」と，各「分離前被告Ｇ」をいずれも「原審分離前被告Ｇ」

とそれぞれ改める。 

  ⑵ 原判決５頁１３行目の「平成２０年１０月２９日のＳＦＣＧからの債権

買取り」を「平成２０年１０月２８日の取締役会決議及びそれに基づく同

月２９日のＳＦＣＧからの債権買取り」と改める。 

⑶ 原判決７頁１２行目の「平成２０年１１月２１日のＳＦＣＧからの債権

買取り」を「平成２０年１１月１７日の取締役会決議及びそれに基づく同

月２１日のＳＦＣＧからの債権買取り」と改める。 

⑷ 原判決９頁８行目の「法律」の次に「（以下「出資法」という。）」を

加える。 

⑸ 原判決１１頁２０行目の「平成２２年５月２４日付け合意書」の次に

「（以下「本件合意書１」という。）」を加え，１２頁３行目及び１７行

目の各「被告Ｃに対し，」をいずれも「自己名義の株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行日本橋支店の銀行口座（以下「三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座」と

いう。）から第１審被告Ｃ名義の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行三鷹支店の

銀行口座（以下「三菱東京ＵＦＪ銀行三鷹口座」という。）宛てに」と改

め，１２頁６行目から７行目にかけての「平成２２年１１月９日付け合意

書」の次に「（以下「本件合意書２」という。）」を加え，１６行目の

「平成２２年５月２４日付け合意書」を「本件合意書１」と改める。 

⑹ 原判決１５頁２２行目の「ＳＦＣＧの」の次に「株価」を加える。 
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⑺ 原判決３８頁２０行目から３９頁２１行目までを次のとおり改める。 

 「ｃ 本件代位弁済スキームは，巨額の貸倒引当金の計上が必要となること

を避けるため，日本振興銀行の資金を原資として，いわゆる「飛ばし」

の一環としてされたものであり，「飛ばし」は含み損が生じた資産を第

三者に譲渡するなどして損失を隠す行為であって，表面的には不良資産

が見えなくなるが損失は隠されているだけであり，実質的には損失が回

復されるわけではないから，ＳＭＥＧによる代位弁済が法的に有効であ

ったとしても損害は存する。 

    なお，原判決は，日本振興銀行はＳＭＥＧから代位弁済を受け，その

代位弁済が無効であるとはいえないから，上記代位弁済の範囲では損害

が発生したとはいえないと判断した。しかし，原判決は，本件における

損害について，「本件各債権買取りに係る買取代金とこれにより日本振

興銀行が取得した本件買取債権の経済的価値との差額が損害になる」と

し，「本件各債権買取りに係る買取代金と現実の回収可能額との差額

（回収不能額）」を検討するとしているのであるから，問題とされるべ

きは「現実の回収可能額」のはずであり，代位弁済の有効無効という法

的効力と経済的な実質を伴った現実の回収可能性は次元を異にする問題

であって，代位弁済が法的に有効であっても，経済的な実質を伴った現

実の回収可能性が認められない場合には，なお損害は存することにな

る。 

  ｄ 本件代位弁済スキームでは，ＳＭＥＧの代位弁済により，合計１９７

億９３０７万１９３１円の買取債権が処理されたが，本件買取債権から

は６０億７００５万８６９３円分の買取債権（以下「本件代位弁済対象

債権」という。）が処理され，これについて日本振興銀行は直接回収を

行うことができなくなった。 

    本件代位弁済対象債権は，本件代位弁済スキームで処理された買取債
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権の３０．７％に相当するところ，アリゾナ等による回収額は８６億６

４８３万０４３２円であり，その３０．７％に相当する２６億６０１０

万２９４２円が本件代位弁済対象債権分の回収額となるから，結局，本

件代位弁済対象債権については上記６０億７００５万８６９３円から上

記２６億６０１０万２９４２円を控除した残金３４億０９９５万５７５

１円が回収不能となっており，これを損害と見ることができる。 

      しかし，本件債権買取りによる損害は，「飛ばし」が行われたことに

より日本振興銀行が保有していた本件代位弁済スキームにより処理され

た買取債権がバックファイナンスによる本件ネットワーク企業に対する

貸金債権に置き換わり，そのバックファイナンスの回収不能という形で

現実化したものであり，バックファイナンスの回収不能の実態は買取債

権の回収不能にほかならないから，バックファイナンスの回収不能額を

もって買取債権の回収不能額と評価すべきである。そして，バックファ

イナンスの額は２４７億円であるところ，バックファイナンスの返済原

資はアリゾナ等からの出資金の返還等以外には考えられておらず，アリ

ゾナ等が出資金の返還として本件ネットワーク企業に支払ったのは合計

８６億６４８３万０４３２円であるから，バックファイナンスの回収不

能額は１６０億２８８６万９５６８円であり，そのうち３０．７％が本

件代位弁済対象債権分であるから，本件代位弁済スキームにより本件代

位弁済対象債権について生じた損害は４９億２０８６万２９５７円とな

る。 

      また，本件ネットワーク企業へのバックファイナンスについては，平

成２２年２月１５日又は同年４月２６日に他の債権との一本化が行われ

たが，その一本化された後を含め，本件ネットワーク企業から日本振興

銀行に回収された金額は１６８億６１１７万８０６９円であり，これが

全てバックファイナンスの返済であると仮定してもその残金は７８億３
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８８２万１９３１円であるから，本件代位弁済スキームにおける回収不

能額は７８億３８８２万１９３１円を下回ることはなく，そのうち３

０．７％が本件代位弁済対象債権分であるから，本件代位弁済スキーム

により本件代位弁済対象債権について生じた損害は２４億０６５１万８

３３２円を下回ることはない。 

      したがって，本件代位弁済スキームにより処理された本件代位弁済対

象債権について，上記の３４億０９９５万５７５１円，４９億２０８６

万２９５７円又は２４億０６５１万８３３２円の損害が発生した。」 

⑻ 原判決４０頁４行目から１３行目までを次のとおり改める。 

 「 ＳＦＣＧは，融資をするに当たって，債務者から「金銭消費貸借・手形

割引等継続取引並びに限度付根保証承諾書兼金銭消費貸借契約証書」を徴

求していたが，これは「金銭消費貸借・手形割引等継続取引並びに限度付

根保証承諾書」（以下「承諾書」という。）の部分と「金銭消費貸借等取

引約定」の部分に分かれており，承諾書は継続的取引の基本となる契約書

（基本契約書）と解されるが，承諾書では複数の貸口が存在する場合の充

当方法が合意されており，実際，ＳＦＣＧは，全ての貸口について毎月の

弁済日を一定日に統一し，複数の貸口が存在する場合は，債務者に対し，

借入金全体についての元利金合計額を示し，それを入金するよう通知して

いたものである。したがって，債務者のＳＦＣＧに対する弁済は，各貸付

けごとに個別的な対応関係をもって行われることが予定されているもので

はなく，承諾書に基づく借入金の全体に対して行われるものと解されるの

であり，充当の対象となるのはこのような全体としての借入金債務である

と解することができるのであって，利息制限法に基づく引き直し計算によ

り過払金が生じている場合には，当該過払金を弁済当時存在する他の借入

金債務に充当することはもとより，弁済当時他の借入金債務が存在しない

ときでもその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含んで
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いるものと解するのが相当であるから，一連一体計算による引き直し計算

を行うのが相当である。また，日本振興銀行の民事再生手続において金融

整理管財人により一連一体計算がされ，日本振興銀行の経理上も約定元本

残高と一連一体計算に基づく引き直し計算結果との差額が損失として計上

されていたが，これらは，膨大な数の買取債権について引き直し計算を迅

速に行うため，一定の合理的な基準に基づく画一的な処理が必要であった

という点で十分合理的であるところ，本件でも，対象債権は膨大な数量で

あり，それに時間をかけて引き直し計算を行うことは不可能であるから，

実務的な観点からも一連一体計算による引き直し計算を行うのが相当であ

る。そして，一連一体計算による引き直し計算による減額金額は，本件買

取債権１に係るものについては１２億８８５３万３３２２円，本件買取債

権２に係るものについては１０億９０５９万８３２６円の合計２３億７９

１３万１６４８円となる。」 

⑼ 原判決４０頁２４行目の「売却する」を「一括売却する」と改め，４１

頁１１行目末尾に改行して次のとおり加える。 

「 なお，原判決は，スカイブリッジへの上記売却価格は日本振興銀行に係

る民事再生手続の開始及びその遂行過程における売却という特別の事情の

下で定まったものであるから，上記の引き直し計算後の残高と上記売却代

金との差額は，第１審被告Ｂが本件各債権買取りの承認決議に賛同した善

管注意義務違反行為から通常生ずべき損害であるということはできず，ま

た，特別の事情によって生じた損害であるとしても，第１審被告Ｂが当該

事情を予見することができたとまで認めるに足りる証拠はないとするが，

一括売却による不良債権処理は，銀行の破綻処理の過程で行う特別な処理

ではなく，銀行の一般的・経常的な不良債権処理手段の一つであり，しか

も，スカイブリッジへの売却価格は決して廉価ではなく，対象債権の実態

を反映した適正・公正に形成された価格であり，特に民事再生手続での売
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却であるから不当に安くなったというものではないから，上記売却損（合

計３億６４５１万９０７２円）は通常生ずべき損害と見るべきである。ま

た，仮に日本振興銀行に係る民事再生手続の開始及びその遂行過程におけ

る売却を特別の事情と見た場合でも，本件買取債権１は２９０億円，本件

買取債権２は１７０億円という巨額のものであるから，第１審被告Ｂとし

ては，ＳＦＣＧが延滞等となった本件買取債権を約定どおり買い戻すこと

ができなければ，これによって日本振興銀行の経営が危殆に瀕し，法的倒

産手続の開始に至ること，その遂行過程において一括売却という形で不良

債権を売却せざるを得ないことは，当然に予見可能であったから，第１審

被告Ｂの善管注意義務違反行為と上記売却損の損害との間には相当因果関

係がある。」 

⑽ 原判決４２頁２３行目及び２５行目の各「「代位弁済（３Ａスキー

ム）」」をいずれも「本件代位弁済スキーム」と改め，４３頁２行目末尾

に改行して次のとおり加える。 

 「 なお，第１審原告は，アリゾナ等による回収不能額又はバックファイ

ナンスにおける回収不能額のうち本件代位弁済対象債権分は本件各債権

買取りの承認との間で相当因果関係が認められる損害であると主張する

が，ＳＭＥＧによる代位弁済，アリゾナ等によるＳＭＥＧの求償権の買

取り，本件ネットワーク企業によるアリゾナ等に対する出資及び日本振

興銀行による本件ネットワーク企業に対する融資は，いずれも本件各債

権買取りが承認された後に行われたものであり，本件各債権買取りの承

認とは全く別個の行為であるから，アリゾナ等による回収不能額及びバ

ックファイナンスにおける回収不能額のうち本件代位弁済対象債権分は

本件各債権買取りの承認によって通常生ずべき損害であるとはいえない

し，特別の事情によって生じた損害であり，第１審被告Ｂがそれを予見

し又は予見することができたということもできないから，本件各債権買
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取りの承認との間に相当因果関係は認められない。」 

 ⑾ 原判決４５頁２５行目末尾に改行して次のとおり加える。 

 「⑸ 第１審原告は第１審被告Ｃに対し債権者代位権に基づき８０００万円

の不当利得返還請求をすることができるか否か 

（第１審原告の主張） 

 ア 第１審被告Ｂは，平成２２年５月２７日，近い将来日本振興銀行

の経営が破綻し，同行の株主及び債権者から代表者であった第１審

被告Ｂに対し民事責任追及がされることは免れないことを覚悟し，

同行の株主及び債権者から預金の仮差押えを受けること避けるた

め，当時残高が約８１４０万円あった第１審被告Ｂ名義の三菱東京

ＵＦＪ銀行日本橋口座から第１審被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行

三鷹口座に８０００万円を移動させた上，上記８０００万円の移動

の理由を説明するために急きょ第１審被告Ｃと示し合わせて本件合

意書１を作成したものであるから，本件合意書１による合意（以下

「本件贈与契約１」という。）は通謀虚偽表示により無効である。し

たがって，第１審被告Ｂは，第１審被告Ｃに対し，不当利得返還請求

権に基づき，８０００万円及びこれに対する第１審被告Ｃが８０００

万円を受領した同日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による

利息の支払を求めることができる。 

     イ 第１審被告Ｂは第１審被告Ｃに対し上記不当利得返還請求権を行

使しておらず，かつ，第１審被告Ｂは無資力である。 

     ウ したがって，第１審原告は，第１審被告Ｃに対し，債権者代位権

による上記不当利得返還請求権に基づき，８０００万円及びこれに

対する第１審被告Ｃが８０００万円を受領した日の後である訴状送

達の日の翌日である平成２３年９月１０日から支払済みまで民法所

定の年５分の割合による利息の支払を求めることができる。」 
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（第１審被告Ｃの主張） 

      第１審原告の主張は争う。 

      第１審被告Ｂと第１審被告Ｃは，平成２２年５月２４日，本件合意

書１を作成して，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃが離婚することや第１審

被告Ｂが第１審被告Ｃに対し離婚の慰謝料，財産分与及び養育費として

８０００万円を支払うことなどを合意し，第１審被告Ｂは，第１審被告

Ｃに対し，当該合意に基づき８０００万円を支払ったものであるから，

当該合意は通謀虚偽表示ではないし，第１審被告Ｃが８０００万円を不

当利得したものでもない。」 

 ⑿ 原判決４５頁末行の「⑸」を「⑹」と改める。 

⒀ 原判決４６頁３行目から８行目までを次のとおり改める。 

  「  仮に本件贈与契約１が通謀虚偽表示でないとしても，本件贈与契約１

は，その全額が慰謝料，財産分与及び養育費の支払に仮託してされた財

産処分であるから，詐害行為取消しの対象となるというべきである。 

     なお，原判決は，１３１６万円の支払を約する合意部分は養育費の要

素を考慮した財産分与として相当であるとして，その限度で詐害行為取

消しの対象とならないと判断したが，養育費はその性質上定期的に支払

われるべきものであり，第１審被告Ｂが支払時期が到来していない養育

費をまとめて支払ったことはその時期が義務に属しない支払をしたもの

であって，第１審被告Ｂは，支払える見込みのない多額の損害賠償債務

を負うことが明らかになった後に時期が義務に属しない支払をしたもの

であるから，その行為も詐害行為取消しの対象となる。また，仮に相当

額の養育費の支払は詐害行為取消しの対象とならないとしても，第１審

被告Ｂは，平成２２年５月１０日に日本振興銀行の取締役会長兼代表執

行役を辞任したから，同行からの役員報酬がなくなることは明らかであ

るし，第１審被告Ｂが検査忌避の容疑で逮捕され，自己の経営する会社
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も破綻し，執筆・講演料等もなくなることも容易に予想でき，離婚時に

第１審被告Ｂの今後の収入が激減することは確実であったから，その前

年の第１審被告Ｂの日本振興銀行の役員報酬（年額２００９万５８３５

円）を前提に養育費を算定するのは誤りであり，第１審被告Ｂが巨額の

損害賠償債務を抱えていたことも考慮し，第１審被告Ｂの養育費の額は

大幅に減額されるべきである。」 

  ⒁ 原判決４６頁１０行目の「合意」を「本件合意書２による合意」と改め

る。 

⒂ 原判決４８頁２３行目末尾に改行して次のとおり加える。 

 「  第１審原告は，将来分の養育費の支払は時期が義務に属さないもので

あるから詐害行為になると主張するが，根拠のない主張である。」 

⒃ 原判決４９頁２２行目の「ＤＭＤＪＡＰＡＮ株式会社」の次に「（以下

「ＤＭＤＪＡＰＡＮ」という。）」を加える。 

 ３ 当審における第１審被告らの主張（後記４の第１審被告Ｃの主張及び後記５

の第１審被告Ｄの主張を除く。） 

  ⑴ア 原判決は，平成２１年最高裁決定を参照して，融資業務に際して要求さ

れる銀行の取締役の注意義務の程度は高く，銀行の取締役にいわゆる経営

判断の原則が適用される余地があるとしても，その余地はその分だけ限定

的なものにとどまるとした上，本件各債権買取りは，直接的には融資業務

に当たらないとしても，広く預金者から集めた資金を投じた上で本件買取

債権の債務者又はＳＦＣＧからその回収を図る必要があるものであるか

ら，第１審被告Ｂが本件各債権買取りの可否・当否を決定するに当たって

は，一般の株式会社の取締役の場合に比べ相当程度高い水準の注意義務が

課せられていたと解するのが相当であるとして，第１審被告Ｂの取締役と

しての善管注意義務違反を認定した。 

   イ しかし，平成２１年最高裁決定は明示的に「融資業務に際して」と判示
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しているところ，本件各債権買取りは融資業務に当たらないから，本件を

融資業務と同視して注意義務の程度を一般の株式会社の取締役の場合に比

べ高い水準のものとし，経営判断の原則の適用される余地を限定すること

は相当でない。日本振興銀行は，本件各債権買取りを顧客基盤の拡充とい

う経営戦略に沿って行ったものであるところ，最高裁判所平成２１年

（受）第１８３号同２２年７月１５日第一小法廷判決（裁判集民事２３４

号２２５頁。以下「平成２２年最高裁判決」という。）の趣旨に照らせ

ば，本件各債権買取りによる顧客基盤拡充という経営戦略・事業計画の策

定は，正に将来予測にわたる経営上の専門的判断に委ねられるべき事項で

あるから，その決定の過程，内容に著しく不合理な点がない限り，取締役

としての善管注意義務に違反するものではないというべきである。 

   ウ そして，①本件各債権買取りは，営業コストを掛けずに，かつ，大量の

顧客を一気に獲得でき，これにより経営基盤を拡充できる点で優れたビジ

ネスモデルであり，また，他のノンバンクが１度は財務状況を審査し融資

を実行した顧客であるという点でも，審査コストの削減・リスクヘッジの

意味で優れた方法であり，さらに，日本振興銀行にとって競争相手に当た

るノンバンクの利益の源を奪う競争戦略の観点からも優れた方法であるか

ら，日本振興銀行にとって大きなメリットがあり，顧客基盤拡充のために

債権買取りの必要性が高かったことや，②本件各債権買取りの過半に当た

る再譲渡部分は，従前の債権買取りにおける買取債権を相対的に問題のな

いものに入れ替えるために行われたものであり（再譲渡によって得られた

債権は，旧債権よりも質が良いか同程度である。），この再譲渡は買取債

権全体の質を高める方向に働くことを考慮すれば，本件各債権買取りの承

認は，経営判断として合理的なものであったというべきである。 

   エ また，日本振興銀行は，ＳＦＣＧの平成２０年７月期有価証券報告書記

載の貸倒引当金が営業貸付金総額の約５．９％であったことを前提とし
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て，保守的に貸倒率を１割以下と見積もってＳＦＣＧの保証残高総額の約

１割を超える物的担保を徴求し，担保株式の価格が下落した際には追加担

保を徴求していたから，買取債権の担保として十分であった。この点につ

き，原判決は，ＳＦＣＧの営業貸付金に対する貸倒引当金の割合が適切な

ものであったことを認めるに足りる証拠はないとした上で，ＳＦＣＧにい

たＨ財務部長及び日本振興銀行にいたＩ執行役の各陳述書（甲イ５９，１

０５）や証言から，ＳＦＣＧの保証残高総額の約１割を超える物的担保の

徴求では貸倒れリスクを回避する措置として十分ではなかったと判断した

が，有価証券報告書は公認会計士又は監査法人の監査証明を得た上で内閣

総理大臣に提出される書類であり，そこに記載された数字は正確であるこ

とが強く期待されるところ，Ｈ財務部長は５．９％が不正確であるとまで

は証言等をしていないし，Ｉ執行役はＳＦＣＧに勤務した経験はなく，ノ

ンバンク勤務当時の感覚で証言等をしたのみであるから，同人らの証言等

のみをもって有価証券報告書の記載の信用性を否定した原判決の判断は誤

りである。また，金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」において配布

された資料（乙Ａ８の２）において，昭和５４年から平成１８年までの期

間において消費者金融大手５社の合計貸倒率が１０％を超えたことはない

との統計が示されているのであるから，このことからも貸倒率を１割以下

と見積もることの合理性が裏付けられる。 

     また，日本振興銀行は，本件各債権買取りに当たり，その買取代金純増

分（すなわち再譲渡部分を除いた分）の２５％相当額をＳＦＣＧからＳＭ

ＥＧに対し貸し付けることを条件としていた。この点につき，原判決は，

本件各債権買取り当時，ＳＦＣＧのＳＭＥＧに対する貸金債権と日本振興

銀行のＳＦＣＧに対する債権を相殺することができる法律関係が成立して

いたことを認めるに足りる的確な証拠はないとするところ，確かに，ＳＦ

ＣＧと日本振興銀行の保証契約に基づいてＳＦＣＧが負担する一切の債務
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につきＳＭＥＧが保証する旨の保証委託契約を締結したのは本件各債権買

取り後の平成２１年１月２６日であるが，第１審被告Ｂは平成２０年１０

月頃から，ＳＦＣＧが日本振興銀行に対する保証債務を履行できなくなっ

た場合に備えて，ＳＦＣＧの保証債務とＳＦＣＧのＳＭＥＧに対する貸付

債権とを相殺することができるようＳＦＣＧとＳＭＥＧとの保証委託契約

を締結するよう指示していたものであり，実際にＳＭＥＧのＳＦＣＧに対

する貸金債務を返済することなくＳＦＣＧの日本振興銀行に対する保証債

務と相殺することができたことからすれば，ＳＦＣＧのＳＭＣＧに対する

上記貸付が買取債権の保全としての機能を有していたことは明らかであ

る。 

     なお，日本振興銀行がＳＦＣＧに債権を再譲渡したが，日本振興銀行が

ＳＦＣＧから債権を買い取ることができない（したがって，ＳＦＣＧが相

殺に供すべき代金債権が存在しないことになる。）とか，日本振興銀行が

ＳＦＣＧから債権譲渡代金の弁済を現実に受けることのできる見込みがな

い場合にはＳＦＣＧの信用力が問題となるが，債権の再譲渡は日本振興銀

行の権利であって義務ではなく，日本振興銀行において，債権の再譲渡を

せず，債権を保有し続ければよいのであるから，本件各債権買取りはＳＦ

ＣＧの信用力に依拠したものではなく，ＳＦＣＧの信用力の有無やそれに

ついての第１審被告Ｂの認識は本件各債権買取りの合理性を減殺するもの

ではない。 

     また，原判決は，本件残存債権のうち利息制限法所定の制限利率に基づ

き引き直し計算をした減額部分は，そもそも日本振興銀行において法的に

回収を図ることができなかったものであるとし，法的に請求し得るかどう

かの観点のみからその合理性を判断しているようであるが，日本振興銀行

からの資金調達を望む第三債務者が日本振興銀行に対して利息制限法に基

づく引き直し計算を主張する可能性は高くなく，仮にそのような主張がさ
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れることがあったとしても，一括して買い取った債権全体において収益が

出ている限り，本件各債権買取り全体の合理性が否定されることにはなら

ないし，収益が出る見込みもあったから，本件買取債権の中に利息制限法

の制限を超える金利のものが含まれていたとしても，そのことは本件各債

権買取りの合理性を減殺するものではない。 

   オ したがって，本件各債権買取りについては，その決定の過程，内容に著

しく不合理な点はないから，第１審被告Ｂには取締役としての善管注意義

務違反はない。 

  ⑵ 原判決の損害についての判断は，次のとおり不当である。 

   ア 前記のとおり，債権買取契約の解除を行うのは，同時に債権買取りを行

って保有する債権をより良い債権と入れ替えることができることが前提で

あったから，ＳＦＣＧが破綻したことによって，新たな債権の買取りも，

債権買取契約の解除に基づく買取代金返還請求権の回収もできないような

場合に債権買取契約を解除して，譲受債権及びこれに付された物的担保を

手放すことは全く不合理なことであり，そのような場合にまで「本件買取

契約の一部解除をすることが予定されていた」ということはできない。そ

して，本件譲渡解除債権に係る債権買取契約の解除は第１審被告Ｂが行っ

たものではないし，第１審被告Ｂが企図した結果でもないから，ＳＦＣＧ

が破綻して本件譲渡解除債権に係る買取代金返還請求権の回収ができなか

ったことによる損害は，第１審被告Ｂによる本件各債権買取りの承認とは

因果関係がない。 

   イ 債権の買取りは債権の入替えのためのものであり，旧債権の譲渡契約の

解除と新債権の買取りは対になるものであった以上，それによる損害は，

「債権買取りを承認しなかった場合に入替え前の旧債権から回収が見込ま

れた金額」と「債権買取りを承認した場合の入替え後の譲受債権から回収

できた金額及び回収が見込まれた金額」とを比較し，前者が後者を上回る



- 19 - 

場合の差額が損害とされるべきである。 

     仮に原判決が認定したとおり，ＳＦＣＧ破綻後の解除までをも「債権買

取りの承認」と相当因果関係のある行為と解するのであれば，その損害

は，「旧債権を保持し続け，これをＳＦＣＧ破綻によって解除した場合

に，ＳＦＣＧへの不当利得返還請求権が回収できなかったことによる損

害」と「本件各債権買取りを行ったが，ＳＦＣＧ破綻によって解除した場

合に，ＳＦＣＧへの不当利得返還請求権が回収できなかったことによる損

害」の差額となるはずである。 

   ウ 入替えが行われた債権を除いて，純増分の債権のみを問題にするのであ

れば，本件各買取債権のうち，どれがその純増分であるかを明らかにし，

それについて，その後に債権譲渡契約の解除をした者がどの程度であるか

を明らかにしなければならず，仮に区別が困難であるとしても，割合的認

定をすべきである。 

   エ 債権の買取りは債権の入替えのためのものであり，旧債権の譲渡契約の

解除と新債権の買取りは対になるものであったことからすれば，その損害

については，「入替え前の旧債権についての引き直し計算による減殺部

分」と「入替え後の新債権について引き直し計算による減殺部分」を比較

し，後者が前者を上回る場合のその差額が損害とされるべきである。 

 ４ 当審における第１審被告Ｃの主張 

  ⑴ 原判決は，離婚合意をした平成２２年５月下旬頃及び協議離婚の届出をし

た同年６月頃時点における第１審被告Ｂの保有資産として，①第１審被告Ｂ

名義のシンガポール銀行の銀行口座（以下「シンガポール銀行口座」とい

う。）に預金されていた４億４８５０万５６７０円，②第１審被告Ｃに振込

送金された８０００万円，③仮差押えに係る三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座

等の預金１５５万４３４９円，④仮差押えに係る楽天証券株式会社（以下

「楽天証券」という。）への預託金１億円，⑤西武ホールディング株式（評
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価額４３２万８８５０円），⑥マンション（固定資産税上の評価額５９５万

５８９０円）を認定したが，その認定には次のとおり誤りがある。 

   ア 第１審被告Ｂが日本振興銀行株式の売却代金が入金された三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行日本橋口座から金員が振込送金される前のシンガポール銀行口座に

関して受領した利子は，平成１９年が２１７万３９８１円（丙Ａ１０），

平成２０年が８１７万７６３５円（丙Ａ１１），平成２１年（同年１月１

日から同年１１月１日まで）は７５４万１１１５円（丙Ａ１２の１）であ

るところ，当時の外国銀行の一般的な金利水準である年利３％を前提とす

ると，平成２０年末の時点で元金が２億６６６６万円（利子を年額８００

万円として計算）あったことになる。そして，第１審被告Ｂは，シンガポ

ール銀行口座に平成２１年１１月９日に２億円，同月３０日に１億５００

０万円，平成２２年３月２４日に２億５０００万円を送金しているから，

同年５月下旬頃及び同年６月頃の時点では，シンガポール銀行口座の預金

残高は８億６６６６万円であった。したがって，その時点でのシンガポー

ル銀行口座の預金残高を４億４８５０万５６７０円とした原判決の認定は

誤りである。 

   イ 三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座の預金は，日本振興銀行株式の売却代金

が入金される前の平成１８年１月から平成２１年１０月２０日までの間に

３２００万円も残高が増加したから，株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の平成

２３年８月３日時点の陳述書（甲ロ３５の２）に基づき離婚時（平成２２

年６月１日）の三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座の残高を１１５万円余（定

期預金３００万円から反対債権（借入金１８４万７８１８円）を控除した

残金）とした原判決の認定は誤りである。 

ウ 楽天証券に対する預託金は，平成２２年５月下旬頃及び同年６月頃の時

点では存在せず，その後にシンガポール銀行口座の預金を原資として楽天

証券に預託されたものであるから，これを離婚時の第１審被告Ｂの資産に
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計上した原判決の認定は誤りである。 

   エ 第１審被告Ｂは離婚時に少なくとも７０００株の日本振興銀行株式を保

有しており，その価値は７億円を下らなかったから，これを離婚時の第１

審被告Ｂの資産に計上しなかった原判決の認定は誤りである。 

   オ 第１審被告Ｂは離婚時に株式会社メディア・コンセプト（以下「メディ

ア・コンセプト」という。）に２億９０００万円の貸付債権を有してお

り，それは額面どおりの資産価値を有していたから，これを離婚時の第１

審被告Ｂの資産に計上しなかった原判決の認定は誤りである。 

  ⑵ 前記のとおり，シンガポール銀行口座及び三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座

には日本振興銀行株式の売却代金以外の金員もあったから，それらの全部又

はほとんどが日本振興銀行株式を売却した譲渡金が資金移動されたものであ

るとの原判決の認定は誤りである。 

  ⑶ 原判決は，日本振興銀行株式は，基本的には第１審被告Ｂの能力と才覚に

依拠して取得したものであって，同株式ないしその譲渡代金を夫婦の積極的

な共同財産に含める以上，第１審被告Ｂが負う第１事件の損害賠償債務につ

いても，第１審被告Ｂが同行の取締役としての職務を遂行する過程で，積極

的な共同財産の取得・形成と密接に関連して発生した債務として消極的な共

同財産に含まれると解するのが相当であるとしたが，第１審被告Ｂが日本振

興銀行株式を取得した原資は，主として日本銀行勤務時の給与所得，日本銀

行退職後に経営していた株式会社フィナンシャル（以下「フィナンシャル」

という。），ＤＭＤＪＡＰＡＮなどの役員報酬であるから，長年家事労働等

によって第１審被告Ｂを支えてきた第１審被告Ｃの寄与があったことは明ら

かであるし，第１審被告Ｂの損害賠償債務は，これを負うことによって第１

審被告Ｂの預貯金の形成に寄与したり，第１審被告Ｂの日本振興銀行株式の

保有に寄与したという関係にはなく，婚姻共同生活の維持に無関係な債務に

よって債務超過となったものであるから，上記損害賠償債務を消極的な共同
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財産に含めることは相当でない。 

  ⑷ 原判決は，第１審被告Ｂの平成２１年の収入が日本振興銀行から得た役員

報酬２００９万５８３５円であると認定して養育費を算定したが，第１審被

告Ｂの同年の収入は日本振興銀行からの２００９万５８３５円だけでなく，

フィナンシャルからの約３３３６万円及びＤＭＤＪＡＰＡＮからの約４３０

０万円を加えた合計約９６４５万円であって，これを前提に子らの養育費の

総額を算定すると，第１審被告Ｃの収入が０円であるとして算定すれば６３

６４万円が相当であり，第１審被告Ｃの収入が４００万円であるとして算定

すれば６０６０万円が相当であるから，少なくともその範囲では詐害行為取

消しの対象とならない。 

 ５ 当審における第１審被告Ｄの主張 

  ⑴ 本件株式譲渡合意の対価の額（１株当たり１３万円）は，日本振興銀行の

平成２２年３月期末時点での１株当たりの純資産額が約１３万３０２２円で

あったことを踏まえて算定されたものであるから相当な金額であり，第１審

被告Ｂは日本振興銀行株式をその価値に見合った相当な対価で買い戻したも

のであるから，その行為は詐害行為に当たらない。。 

    なお，原判決は，①平成２２年２月２６日に日本振興銀行の立入検査を担

当していた金融庁の検査官が，日本振興銀行の取締役であった原審分離前被

告Ｅに対し，同行が多額の貸付けをしていたＳＭＥＧの債務者区分は「破綻

懸念先」とするのが相当であるとの記載のある確認表を交付したこと，②同

年３月２日，金融庁の検査官が，原審分離前被告Ｅに対し，日本振興銀行が

平成２１年３月末時点において５６１億１２００万円の債務超過に陥ってお

り，単体での自己資本比率がマイナス１６．７８％である旨の記載のある確

認表を交付したこと，③日本振興銀行は平成２２年６月期において約１８７

０億円の債務超過に陥っていたことという事情を根拠として，本件株式譲渡

合意の時点においては，日本振興銀行株式の価値がほとんどゼロであったと
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認定する。しかし，上記①及び②の各確認表は一検査官の意見を表明したも

のにすぎず，その意見が誤ったものである可能性を多分に含むものであるか

ら，それらの確認表の記載内容を基にして日本振興銀行の財務状況等がその

記載内容のとおりであったと認定することはできないし，上記③の事情は同

年７月２０日付けで自己査定マニュアルが改訂された結果生じた事後的な事

態にすぎないから，いずれも本件株式譲渡合意の時点においては，日本振興

銀行株式の価値がほとんどゼロであったことの根拠となるものではない。 

  ⑵ 本件株式譲渡合意は，第１審被告Ｄが日本振興銀行の経営権争いの渦中に

あった第１審被告Ｂに対する支援資金として１億円を用意して第１審被告Ｂ

に貸し付け，その後，株式保有という形で第１審被告Ｂの経営支援をする目

的で日本振興銀行の株式を保有していたところ，第１審被告Ｂが平成２２年

５月に日本振興銀行の取締役会長を辞任することになり，第１審被告Ｄが日

本振興銀行の株式を保有すべき理由がなくなったから行われたものであっ

て，その時期に本件株式譲渡合意がされたのは，第１審被告Ｄが日本振興銀

行の株式を保有していた時期，理由に照らしごく自然なことであり，当然の

成り行きであった。したがって，第１審被告Ｂには詐害の意思があったとい

うことはできない。なお，第１審被告Ｂは，同時期に，自身が経営する会社

の従業員であったＪら４名（以下「Ｊら」という。）からも日本振興銀行の

株式を買い戻しており，また，本件株式譲渡合意における対価の額は同年３

月期末時点での１株当たりの純資産額を参照して算出されているが，これら

の事実は，第１審被告Ｂに民事責任追及を逃れ資産を隠匿しようとする目的

がなかったことを示すものである。 

  ⑶ 第１審被告Ｄは，株式会社北陸銀行に勤務していたが，銀行経営に携わる

業務に従事したことはなく，また，第１審被告Ｄは，兄である第１審被告Ｂ

とは６歳離れており，第１審被告Ｂが大学に進学して以来，第１審被告Ｂと

一緒に生活したことはなく，顔を合わせる機会は多くて年２回程度で，電話
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で話をする機会も年に数回程度であり，第１審被告Ｂとの会話も，近況やそ

の時その時の用件に関する話や雑談に終始していて日本振興銀行に関する話

題が出ることはほとんどなく，日本振興銀行に関して話すことがあっても，

「最近どう？」，「問題ないよ」，「大丈夫」といった程度のものであった

し，本件株式譲渡合意当時，第１審被告Ｂは誰からも損害賠償責任を追及さ

れておらず，その兆候もなかった。したがって，第１審被告Ｄは，本件株式

譲渡合意をした当時，第１審被告Ｂが日本振興銀行に損害を与えたとして損

害賠償責任を追及される可能性があることを知り得なかったから，債権者を

害する事実を知らなかった。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 当裁判所は，第１事件における第１審原告の第１審被告Ｂに対する請求は，

３７億５６９３万４８２６円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成

２３年９月１２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で理由があり，その余は理由がなく，第２事件における第

１審原告の第１審被告Ｃ及び第１審被告Ｄに対する請求（ただし，第１審被告

Ｃに対する８０００万円の支払については当審で追加された主位的請求）はい

ずれも理由があると判断する。その理由は，次の２ないし４のとおり当審にお

ける第１審被告らの主張に対する判断を付加するほかは，原判決の「事実及び

理由」欄の「第３ 当裁判所の判断」（別紙を含む。）に記載のとおりである

から，これを引用する。ただし，原判決を次のとおり改める。 

  ⑴ 原判決中の各「原告」をいずれも「第１審原告」と，各「被告Ｂ」をい

ずれも「第１審被告Ｂ」と，各「被告Ｃ」をいずれも「第１審被告Ｃ」

と，各「被告Ｄ」をいずれも「第１審被告Ｄ」と，各「分離前被告Ｅ」を

いずれも「原審分離前被告Ｅ」と，各「分離前被告Ｆ」をいずれも「原審

分離前被告Ｆ」と，各「分離前被告Ｇ」をいずれも「原審分離前被告Ｇ」

とそれぞれ改める。 
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  ⑵ 原判決８１頁２行目及び６行目並びに８７頁４行目，６行目，１１行目

（一つ目のもの）及び１３行目の各「売却」をいずれも「一括売却」と改め

る。 

  ⑶ 原判決８３頁２４行目から８５頁１６行目までを次のとおり改める。 

   「イ 本件代位弁済スキームにより処理された債権に関する損害 

      第１審原告は，日本振興銀行はＳＭＥＧから本件買取債権のうち６

０億７００５万８６９３円の本件代位弁済対象債権の代位弁済を受け

たが，これは，本件代位弁済スキームに従ったものであり，日本振興

銀行の資金を原資としてされたいわゆる「飛ばし」であり，これによ

り債権が回収されたということはできないから，本件代位弁済対象債

権については，アリゾナ等による回収ができなかった３４億０９９５

万５７５１円又は本件代位弁済スキームにより処理された買取債権が

置き換わったバックファイナンスの回収不能額のうち本件代位弁済対

象債権分の４９億２０８６万２９５７円若しくは２４億０６５１万８

３３２円の損害が発生したと主張する。 

      確かに，

築したのは日本振興銀行自身であり，日本振興銀行が本件ネットワー

ク企業に対して融資した金銭が本件代位弁済に充てられたことが強く

実によれば，日本振興銀行はＳＭＥＧから本件代位弁済を受け，出捐

額の少なくとも一部の回収をしていることが認められるのみならず，

ＳＭＥＧはその後，アリゾナ等に対し，ＳＦＣＧに対する求償債権を

譲渡する一方，アリゾナ等は本件ネットワーク企業から匿名組合契約

に基づく出資を受け，本件ネットワーク企業は日本振興銀行から融資

を受けたこと，ＳＭＥＧ，アリゾナ等及び本件ネットワーク企業はあ
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件訴訟に現れた全証拠によっても，これらの法人格を否認し，又は，

これらの法人が日本振興銀行の法人格と同一視できるとまでは認めら

れない。）が認められるから，ＳＭＥＧの日本振興銀行に対する本件

代位弁済を無効ということはできず，他にこれを無効と解する法的根

拠は見当たらない。したがって，本件代位弁済が日本振興銀行の資金

を原資としてされたものであり，いわゆる「飛ばし」の一環としてさ

れたものであるとしても，そのことから当然に，ＳＭＥＧの日本振興

銀行に対する本件代位弁済の効果を否定することはできず，本件代位

弁済により債権が回収されたとはいえないと断ずることもできない。 

       この点につき，第１審原告は，「飛ばし」は含み損が生じた資産を

第三者に譲渡することによって損失を隠す行為であって，表面的には

不良資産が見えなくなるが損失は隠されているだけであり，実質的に

は損失が回復されるわけではないから，本件代位弁済スキームにより

ＳＭＥＧから代位弁済された部分について損害の発生を否定すること

は不当であると主張するが，日本振興銀行はＳＭＥＧから本件代位弁

済を受け，出捐額の少なくとも一部の回収をしているのであるから，

その範囲で損害を受けていないといわざるを得ず，本件代位弁済スキ

ームが「飛ばし」の一環であるとしても，それは，第１審原告が自認

するとおり本件各債権買取りが行われた後に行われたものであって，

本件において第１審被告Ｂの善管注意義務違反が問題とされている本

件各債権買取りの承認と直接関係するものではなく，仮に本件代位弁

済スキームそれ自体に問題があるのであれば，その行為自体について

第１審被告Ｂの日本振興銀行の取締役としての責任が問われるべきで

あるから，第１審原告の上記主張は採用することができない。 

      したがって，本件代位弁済スキームの存在自体は認められるもの

の，これにより日本振興銀行が代位弁済を受けた金額について，日本



- 27 - 

振興銀行に損害が生じたものと認めることはできないから，この点に

係る第１審原告の主張は理由がないというほかはない。」 

⑷ 原判決８６頁６行目の「 」の次に「ａ」を加え，９行目末尾に改行して

次のとおり加える。 

 「ｂ なお，第１審原告は，前記第２の３⑶イ ｂ（本判決による訂正後の

もの）のとおり，ＳＦＣＧが融資をするに当たって債務者から徴収して

いた「金銭消費貸借・手形割引等継続取引並びに限度付根保証承諾書兼

金銭消費貸借契約証書」等を理由に一連一体計算を行うのが相当である

と主張する。 

    確かに，証拠（甲イ１８５の１）によれば，ＳＦＣＧが融資をするに

当たって債務者から徴収していた「金銭消費貸借・手形割引等継続取引

並びに限度付根保証承諾書兼金銭消費貸借契約証書」は，左側の「金銭

消費貸借・手形割引等継続取引並びに限度付根保証承諾書」（承諾書）

の部分と右側の「金銭消費貸借等取引約定」の部分に分かれており，承

諾書には，債務者が「金銭消費貸借等取引約定」及び「金銭消費貸借・

手形割引等継続取引並びに限度付根保証承諾書兼金銭消費貸借契約証

書」裏面の「承諾条項」のとおり契約が成立したことを承諾する旨の文

言があり，上記「承諾条項」の前文には，「主債務者及び連帯保証人

（中略）は，債権者（株式会社ＳＦＣＧ）と手形割引・金銭消費貸借取

引によって生じた債務の履行について，別紙個別（金銭消費貸借等契約

及び手形割引取引契約）約定のほか本承諾条項に従うものとします。」

と記載され，１１条１項には，ＳＦＣＧの判断により複数貸付けを一つ

の貸付けとすること（以下「貸付統合」という。）ができる旨定めら

れ，１８条１項には，債務者らからの利息の入金が行われた場合，充当

処理の対象となる貸口への充当処理は利息制限法所定の利率に基づく利

息の充当を最初に行い，その残余の金員があるときは貸付日の古い貸付
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けより順次約定利息に充まで充当する旨定められていたことが認められ

る。 

    しかしながら，証拠（甲イ１８５の１）によれば，ＳＦＣＧが顧客か

ら徴収していた「金銭消費貸借・手形割引等継続取引並びに限度付根保

証承諾書兼金銭消費貸借契約証書」は右側の「金銭消費貸借等取引約

定」の部分に契約番号が印字されていることが認められるところ，第１

審被告Ｂが提出したある特定の債務者の顧客データ（乙Ａ９）及び計算

書兼債権書類等明細書（乙Ａ１０の５）によれば，ＳＦＣＧは，当該債

務者について，既存の消費貸借契約に残債務があって取引続行中であっ

ても，新たな貸付けを行う際に新たな契約番号を付して貸付けを行って

いたことが認められるから，ＳＦＣＧは，債務者と新たな消費貸借契約

を締結する度に「金銭消費貸借・手形割引等継続取引並びに限度付根保

証承諾書兼金銭消費貸借契約証書」を取り交わしていたことがうかがわ

れるところである。 

      また，ＳＦＣＧが実際に貸口統合を行っていたことを認めるに足りる

証拠はなく，かえって，第１審被告Ｂが提出したある特定の債務者の顧

客データ（乙Ａ９）によれば，ＳＦＣＧは，当該債務者との間で同時に

複数の消費貸借契約を締結し，それぞれに契約番号を付して貸付けを行

い，契約番号によって利率も異なっていることが認められるから，ＳＦ

ＣＧは，当該債務者について，各消費貸借契約ごとに貸付けを管理して

いたものと認められるところである。 

      したがって，ＳＦＣＧにおいては，債務者に対し一つの基本契約に基

づき貸付けをしていたわけではなく，個々の貸付けごとに別の契約番号

を付し，それぞれについて管理していたことがうかがわれる上，本件に

おいては，債務者に対する具体的な貸付けの状況が明らかでないから，

債務者のＳＦＣＧに対する弁済が基本契約に基づく借入金の全体に対し



- 29 - 

て行われていたとか，一つの基本契約が締結されているのと同様の貸付

けが繰り返されていたと認めることはできず，第１審原告の上記主張は

採用することができない。 

      また，第１審原告は，本件の対象債権は膨大な数量であり，それに時

間をかけて引き直し計算を行うことは不可能であるから，実務的な観点

から一連一体計算を行うのが相当であると主張するが，本件において利

息制限法による引き直し計算を行うのは，第１審被告Ｂが賠償すべき損

害の額を認定するためであり，損害の立証責任は第１審原告にあるので

あるから，時間をかけて対象債権の引き直し計算を行うことが不可能で

あることによる不利益は第１審原告が負うべきであって，そのことを理

由に一連一体計算を行って損害額（本件買取債権から回収できない減額

分）が拡大することを認め，その不利益を第１審被告Ｂに負担させるこ

とは相当でないから，第１審原告の上記主張は採用することができな

い。」 

⑸ 原判決８７頁１８行目の「したがって，」を次のとおり改める。 

 「 この点につき，第１審原告は，①一括売却による不良債権処理は，銀行

の破綻処理の過程で行う特別な処理ではなく，銀行の一般的・経常的な不

良債権処理手段の一つであり，しかも，スカイブリッジへの売却価格は決

して廉価ではなく，対象債権の実態を反映した適正・公正に形成された価

格であり，特に民事再生手続での売却であるから不当に安くなったという

ものではないから，上記売却損は通常生ずべき損害と見るべきである，②

仮に日本振興銀行に係る民事再生手続の開始及びその遂行過程における売

却を特別の事情と見た場合でも，本件買取債権１は２９０億円，本件買取

債権２は１７０億円という巨額のものであるから，第１審被告Ｂとして

は，ＳＦＣＧが延滞等となった本件買取債権を約定どおり買い戻すことが

できなければ，これによって日本振興銀行の経営が危殆に瀕し，法的倒産
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手続の開始に至ること，その遂行過程において一括売却という形で不良債

権を売却せざるを得ないことは，当然に予見可能であったから，第１審被

告Ｂの善管注意義務違反行為と損害との間には相当因果関係があると主張

する。しかしながら，一括売却による不良債権処理が，銀行の破綻処理の

過程で行う特別な処理ではなく，銀行の一般的・経常的な不良債権処理手

段の一つであるとしても，日本振興銀行の係る民事再生手続の遂行過程に

おいて行われた一括売却による売却代金が，一般的・経常的な不良債権処

理として一括売却を行った場合の売却代金と同等であることを認めるに足

りる証拠はないから，本件残存債権の一括売却による損害を通常生ずべき

損害と認めることはできない。また，本件買取債権の金額が巨額だったと

いうだけでは第１審被告Ｂにとって本件残存債権の一部が日本振興銀行に

係る民事再生手続において一括売却されることを予見することができたと

まで認めることはできない。したがって，第１審原告の上記主張は採用す

ることができない。 

   よって，」 

⑹ 原判決８９頁８行目から１０１頁１２行目までを次のとおり改める。 

   「４ 認定事実 

      前提事実，証拠（後記認定事実末尾記載の各証拠のほか，原審におけ

る第１審被告ら各本人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認めら

れる。 

 第１審被告Ｂ，原審分離前被告Ｆ，Ｋらは，平成２１年３月頃，Ｓ

ＦＣＧの再生手続の管財人から，日本振興銀行が買い取ったＳＦＣＧ

の貸付債権は，ＳＦＣＧから他社にも譲渡されており，日本振興銀行

は五百数十億円の債権について他社に劣後している旨の情報提供を受

けた。この話を聞いた第１審被告Ｂは，Ｋに対し，日本振興銀行が債

務超過になるとして，この件は第三者に絶対他言しないよう口止めし
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た。 

       さらに，ＳＦＣＧについて再生手続が廃止となり破産手続開始決定

がされた後である平成２１年４月２２日，日本振興銀行は，ＳＦＣＧ

の破産管財人から，貸付債権の債権譲渡の登記データの交付を受けた。 

（甲イ６０，１２２，２０３） 

 原審分離前被告Ｅは，日本振興銀行の立入検査を担当していた金融

庁の検査官から，①平成２２年２月２６日，日本振興銀行が多額の貸

付けをしていたＳＭＥＧの債務者区分は「破綻懸念先」とするのが相

当であるとの記載のある確認表の交付を受け，②同年３月２日，日本

振興銀行が平成２１年３月末時点において５６１億１２００万円の債

務超過に陥っており，単体での自己資本率がマイナス１６．７８％で

ある旨の記載のある確認表の交付を受けた（甲イ２０３）。 

    しかし，公表された日本振興銀行の平成２１年度（平成２２年３月

期）の決算書類には，ＳＦＣＧがその貸付債権を二重譲渡したことに

より日本振興銀行に発生した多額の損失は反映されず，ＳＭＥＧの債

務者区分を「破綻懸念先」とすることにより必要となる多額の貸倒引

当金も計上されていなかった（甲イ１２）。 

 第１審被告Ｂは，いずれも日本振興銀行の取締役会における承認

決議を経て，①平成２１年１０月２７日，ＤＭＤＪＡＰＡＮに対し，

自己の保有する日本振興銀行株式を売却し，その代金６億４７４７

万５０００円を第１審被告Ｂ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座

宛てに振込送金させ，②同月２８日，フィナンシャルに対し，自己

の保有する同株式を売却し，その代金１億６７３２万５０００円を

同銀行口座宛てに振込送金させ，③平成２２年３月１９日，ＳＭＥ

Ｇに対し，自己の保有する同株式を売却し，その代金３億１８２５

万円を同銀行口座宛てに振込送金させた（この時点で，日本振興銀
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行株式の売却代金として同銀行口座に振り込まれた資金額は，合計

１１億３３０５万円である。）。日本振興銀行株式の売却代金とは

別に，第１審被告Ｂは，三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座から，平成

２１年１１月２日フィナンシャルに対し，７１４７万円を振込送金

し，平成２２年３月５日同社から同銀行口座宛てに３０００万円の

振込送金を受けた。（甲ロ５０，５３～５５，５８） 

イ これと並行して，第１審被告Ｂは，三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口

座から，①平成２１年１０月２８日にメディア・コンセプトに対し

２億９０００万円を振込送金し，②シンガポール銀行口座宛てに同

年１１月９日及び同月３０日に３億５０００万円を，平成２２年３

月２４日に２億５０００万円をそれぞれ送金し，③同月５日に税金

として９２１４万１８００円を支払い，④同年５月２７日に第１審

被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行三鷹口座宛てに８０００万円を振

込送金した（甲ロ２６，５０，５８）。 

ウ また，第１審被告Ｂは，シンガポール銀行口座から，①平成２２

年６月９日に第１審被告Ｄ名義の株式会社北陸銀行本店営業部の銀

行口座に１億６２５０万円を振込送金し，②同年８月２０日に株式

会社三井住友銀行麹町支店の「預り金 弁護士 Ｌ」名義の銀行口

座（以下「Ｌ弁護士預り金口座」という。）宛てに９９９４万８５

００円を振込送金し，次いで，③シンガポール銀行口座を閉じるこ

とに伴い，同年１１月４日に同口座の残高であった１億８６０５万

７１７０円をＬ弁護士預り金口座宛てに振込送金した（これらを合

計すると，シンガポール銀行口座にもともと預金されていた資金額

は，合計４億４８５０万５６７０円となる。）。 

        さらに，フィナンシャルは，平成２２年１１月１日Ｌ弁護士預り

金口座宛てに５０００万円を振込送金した。 
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（甲ロ２６，３２，５０） 

エ そして，第１審被告Ｂは，Ｌ弁護士預り金口座から，①平成２２

年１２月７日に保釈保証金として１０００万円を支払い，②同年１

１月１０日に第１審被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行三鷹口座宛て

に１億２０００万円を振込送金し，③第１審被告Ｂ名義の株式会社

ジャパンネット銀行すずめ支店の銀行口座宛てに，同年１２月２２

日に１億円を，平成２３年６月８日に５０００万円をそれぞれ振込

送金した。さらに，第１審被告Ｂは，同銀行口座から楽天証券に対

し，平成２２年１２月２６日に１億円を，平成２３年６月８日に５

０００万円をそれぞれ振込送金した。（甲ロ２６，５０） 

 本件合意書１の作成日付である平成２２年５月２４日時点での預金

残高は，①株式会社みずほ銀行丸之内支店の普通預金が４６３６万６

３６８円（ただし，このうち４５００万円は第１審被告Ｂが第１審被

告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行三鷹口座宛てに合計８０００万円を送

金した同月２７日に出金されており，同出金後の残金は１９万１１０

２円である。），②三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座の普通預金が７８

９７万１６１６円（これにその後新たに若干入金されたものの中から

同日に合計８０００万円が第１審被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行三

鷹口座宛てに振込送金され，その後の残金は１４０万０９０４円であ

る。），③株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行田町支店の普通預金が０円で

あり，また，本件合意書２の作成日付である同年１１月９日時点での

預金残高は，①株式会社みずほ銀行丸之内支店の普通預金が１３１万

６９１８円，②三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座の普通預金が４６９万

３２４６円，③株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行田町支店の普通預金が１

７万３０２３円，④株式会社ジャパンネット銀行すずめ支店の普通預

金が１７万２５０１円であった（甲ロ５８）。なお，第１審被告Ｂは，
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上記各時点において，株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋支店に３０

０万円の定期預金を有していた可能性がある（甲ロ３５の２，５８）。

  また，第１審被告Ｂは，株式会社西武ホールディングスの株式５０

００株を保有していたが，同株式の１株当たりの純資産額は平成２２

年３月末時点で８２５．３４円，平成２３年３月末時点で８２９．２

９円であったから，平成２２年５月２７日及び同年１１月１０日の時

点での５０００株の評価額は４１０万円程度であった（甲ロ４３，４

６）。 

       さらに，第１審被告Ｂは，文京区ａ町ｂ丁目ｃ番地ｄ・ｃ番地ｅ所

在のマンションの区分所有権を有していたが，その平成２３年度固定

資産評価証明書上の評価額は建物及び敷地持分合計で約５９５万５８

９０円であった（甲ロ２９，３０）から，平成２２年度の固定資産税

評価額も同程度であったと解される。他方，同建物及び敷地持分には，

第１審被告Ｂがこれを購入した同年２月２６日付けで，オリックス信

託銀行を債権者とする２１２０万円の抵当権設定登記が経由されてい

る（甲ロ３０）。 

 日本振興銀行が平成２１年度（平成２２年３月期）決算において５

１億円の赤字に転落したことを発表した同年５月１７日以降，新聞紙

上においては，①同月２７日，金融庁が日本振興銀行を行政処分する

方針を固めたことや日本振興銀行の金融庁の調査に対する非協力的な

姿勢について検査忌避の疑いで刑事告発を検討していることが，②同

月２８日，金融庁が日本振興銀行に対し，７項目に及ぶ重大な法令違

反を理由として，新規大口融資の約４か月間停止等を柱とする業務停

止命令を出したことや，日本振興銀行の社長は経営陣の処分を検討し

ていることが，③同年６月１１日，金融庁が日本振興銀行を刑事告発

する方向で最終調整に入ったことが，④同月１２日，警視庁が日本振
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興銀行や関係先を家宅捜索し，執行役らを任意聴取していることが，

⑤同年７月１４日，警視庁が第１審被告Ｂを銀行法違反容疑で取り調

べる方針であることが，⑥同日，第１審被告Ｂが逮捕されたことがそ

れぞれ報道された（甲ロ４０の１・３～６・８・９～１３）。 

５ 第１審原告は第１審被告Ｃに対し債権者代位権に基づき８０００万円

の不当利得返還請求をすることができるか否かについて 

     本件においては，次の点を指摘することができる。 

      ア 証拠（甲ロ５８）及び弁論の全趣旨によれば，第１審被告Ｂは，

平成２２年５月２７日，当時残高が約８１４０万円あった自己名義

の三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座から第１審被告Ｃ名義の三菱東京

ＵＦＪ銀行三鷹口座宛てに８０００万円を送金したことが認められ

る。 

      イ 前提事実のとおり，上記送金がされた平成２２年５月２７日は，

金融庁による日本振興銀行に対する一部業務停止・改善命令がされ

た日である。なお，上記のとおり，同日朝には，新聞で，金融庁が

日本振興銀行を行政処分する方針を固めたことや，日本振興銀行の

金融庁の調査に対する非協力的な姿勢について検査忌避の疑いで刑

事告発を検討していることが報道されている。 

        そして，①本件買取債権はその回収可能性に相当程度疑念を生じ

させる状況にあったにもかかわらず，日本振興銀行による本件買取

債権の調査は甚だ不十分であり，同債権を買い取ると決断するに当

たっての安全性の確認も十分とはいえず，その信用力に依拠するこ

とを企図したＳＦＣＧの経営状態は極めて危険な状態にあることを

十分認識していたにもかかわらず，日本振興銀行がＳＦＣＧから徴

求した担保は甚だ不十分であったが，第１審被告Ｂはこうした状況

の下にありながら，短期的な収益の確保ないし危殆状況下における



- 36 - 

投下資金の回収等のために本件各債権買取りの承認決議に賛同した

こと，②東京地方裁判所は，平成２１年２月２４日，ＳＦＣＧに対

し再生手続開始決定をし，その後，ＳＦＣＧが日本振興銀行に譲渡

した商工ローン債権を信託銀行にも二重譲渡していた事実が明らか

になったことなどから，同年３月２４日，再生手続廃止決定をし，

同年４月２１日，破産手続開始決定をしたこと，③第１審被告Ｂ

は，同年３月頃，ＳＦＣＧの再生手続の管財人から，日本振興銀行

が買い取ったＳＦＣＧの貸付債権はＳＦＣＧから他社にも譲渡され

ており，五百数十億円の債権について日本振興銀行は他社に劣後し

ている旨の情報提供を受け，Ｋに対し，日本振興銀行が債務超過に

なるとして，この件は第三者に絶対他言しないよう口止めしたこ

と，④日本振興銀行は，平成２１年６月から平成２２年３月まで金

融庁の立入検査を受け，同月２日，立入検査を担当していた金融庁

の検査官から，日本振興銀行が平成２１年３月末時点において５６

１億１２００万円の債務超過に陥っており，単体での自己資本率が

マイナス１６．７８％である旨の記載のある確認表の交付を受けた

こと，⑤金融庁は，上記立入検査の結果，法令等遵守態勢や顧客保

護等管理態勢，大口融資や債権買取業務に関する信用リスク管理態

勢及び資産査定管理態勢等の経営管理態勢の不備，検査対象の電子

メールを削除したという検査忌避，出資法違反の疑い等を認め，平

成２２年４月２７日，日本振興銀行に対し，検査結果を通知すると

ともに，同年３月３１日時点の財産状況や各種法令違反に対する認

識等，業務及び財産の状況に関する報告を求めたこと，⑥第１審被

告Ｂは，同年５月１０日，日本振興銀行の取締役会長兼代表執行役

を辞任したこと，⑦日本振興銀行は，同年５月２７日，金融庁か

ら，同年６月７日から同年９月３日まで１億円超の新規融資や債権
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買取り，融資・預金の勧誘等といった業務の停止を命じられるとと

もに，受検態勢や法令等遵守態勢等の抜本的再構築の実施を求める

改善計画の提出等を求める一部業務停止・改善命令を受けたことは

前記認定のとおりであり，これらの事実によれば，第１審被告Ｂ

は，自己名義の三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座から第１審被告Ｃ名

義の三菱東京ＵＦＪ銀行三鷹口座宛てに８０００万円を送金した

際，自らに対する刑事・民事の責任追及の可能性ないし蓋然性が高

いことを察知していたと認めるのが相当である。 

      ウ 本件合意書１については，次のとおり不自然な点がある。 

すなわち，本件合意書１は第１審被告Ｂと第１審被告Ｃが離婚す

ることや第１審被告Ｂが第１審被告Ｃに対し離婚の慰謝料，財産分

与及び養育費として８０００万円を支払うことなどを内容とするも

のであるが，８０００万円もの支払を約するものであるにもかかわ

らず，慰謝料，財産分与及び養育費の内訳が記載されておらず，そ

の支払期限も記載されておらず（丙Ａ１），それらについて第１審

被告Ｃが確認をしたことをうかがわせる証拠もない。 

また，第１審被告Ｃは，原審の本人尋問において，平成２２年５

月２４日に本件合意書１及び離婚届を作成したと供述するが，前記

４の認定事実によれば，協議離婚の話が出てきた経緯が唐突であ

り，離婚届作成時に第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの婚姻関係が破

綻していたことを認めるに足りる的確な証拠はないし，破綻原因が

何かについても明確な立証もない。 

さらに，８０００万円は，同月２７日に第１審被告Ｂ名義の三菱

東京ＵＦＪ銀行日本橋口座から第１審被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ

銀行三鷹口座宛てに７５００万円及び５００万円に分けて振込送金

されたものである（甲ロ２６，５８）ところ，同日の時点で第１審
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被告Ｂ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座には約８１４０万円の

残高があったのである（甲ロ５８）から，その時点で第１審被告Ｂ

が本件合意書１に基づき８０００万円の支払義務を負っていたので

あればそれを１度に送金するのが自然であるが，第１審被告Ｂはそ

のようにはしていない。 

      エ 証拠（甲ロ３９，原審における第１審被告Ｃ本人）によれば，①

第１審被告Ｃは，ＤＭＤＪＡＰＡＮの取締役であったが，同社は第

１審被告Ｂの個人的な事業を管理をする会社であり，第１審被告Ｃ

は，その経営には関与していなかったこと，②第１審被告Ｃは，Ｄ

ＭＤＪＡＰＡＮから毎月約３５万円の振込送金を受けてこれを生活

費に費消し，不足額は第１審被告Ｂから別途貰ったり，第１審被告

Ｂのクレジットカード（家族カード）で支払っていたことが認めら

れ，これらの事実によれば，ＤＭＤＪＡＰＡＮから第１審被告Ｃに

支払われた上記金員は家族の生活費として支払われていたものと推

認されるところ，証拠（甲ロ３９）によれば，第１審被告Ｃと第１

審被告Ｂが離婚した後も，ＤＭＤＪＡＰＡＮから第１審被告Ｃに対

し平成２２年６月２５日に３１万７７００円，同年７月２３日に２

８万７４１０円が，同年８月２５日に２８万７９１０円が，同年９

月２４日に２８万７９１０円が，同年１０月２５日に２３万７９１

０円支払われていたことが認められ，離婚後も第１審被告Ｂが第１

審被告Ｃ及び子らの生活費を負担していたことがうかがわれる（な

お，第１審被告Ｃは，確かに第１審被告Ｂから第１審被告ＣへのＤ

ＭＤＪＡＰＡＮの役員報酬の支払は生活費の送金としての役割を果

たしていたが，第１審被告Ｃが離婚前から受領していたのは，あく

までも同社の役員報酬であり，第１審被告Ｃが第１審被告Ｂと離婚

したからといって同社が第１審被告Ｃの役員報酬の支払を逃れられ
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る訳ではないから，離婚後も同社から役員報酬の支払があったこと

をもって第１審被告Ｂが第１審被告Ｃらの生活費を負担していたと

はいえないと主張するが，第１審被告Ｃが同社の経営には関与して

いなかったこと，離婚前に同社からの第１審被告Ｃに支払われた金

員は家族の生活費として支払われていたものであることは前記認定

のとおりであるところ，第１審被告Ｂが離婚後も第１審被告Ｃを取

締役から解任せず，第１審被告Ｃも取締役を辞任せずに，第１審被

告Ｂが引き続き経営に関与していない第１審被告Ｃに役員報酬とし

て金員を支払い続けたのであるから，第１審被告Ｂが離婚後も第１

審被告Ｃ及び子らの生活費を負担していたことがうかがわれるとい

うべきである。）。 

      オ 証拠（甲ロ４１の１，４２，５９）によれば，第１審被告Ｃは，

第１審被告Ｂが勾留されていた平成２２年１１月１０日にＬ弁護士

預かり金口座から第１審被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行三鷹口座

に１億２０００万円が振り込まれると，その後間もない同月２５日

に株式会社ＳＢＩ証券（以下「ＳＢＩ証券」という。）に口座を開

設し（振込先金融機関は第１審被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行三

鷹口座），第１審被告Ｂが同年１２月８日に保釈された直後の同月

１３日から第１審原告が第１審被告Ｃの預金の仮差押え（発令日・

平成２３年７月２５日）をするまで株取引を行い，その取引の開始

に当たっては，ＳＢＩ証券に対し，年収は１０００万円ないし２０

００万円，保有する金融資産は１億円以上であり，株式現物取引及

び転換社債取引の経験が各１０年，貯蓄型投資信託の経験が１５年

あると申告し，その取引においては，多数回にわたり多額の取引

（１日の入金額が１０００万円となる日が何度もあった。）を行っ

ていたことが認められる。第１審被告Ｃは，原審の本人尋問におい
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て，株取引及び投資信託取引の経験を問われて，結婚する前に「何

かファンド，中国ファンドとか何か，国債とかそういうのを，ちょ

っと買った覚えがあります」と答えているとおり，株取引の経験が

少なかったにもかかわらず，ＳＢＩ証券に対し，あたかも株取引の

経験が多いかのように申告し，実際にも，上記のとおり，多数回に

わたり多額の取引を行っていたものであるから，これが第１審被告

Ｃの判断による株取引であるとは考え難く，第１審被告Ｃが第１審

被告Ｂの保釈直前にＳＢＩ証券に口座を開設し，第１審被告Ｂの保

釈直後の平成２２年１２月１３日以降上記口座を使用して株取引が

開始されたことを併せて考慮すれば，第１審被告Ｃが上記口座を開

設したのは第１審被告Ｂの指示に基づくものであり，実質的には，

第１審被告Ｂが保釈直後から第１審被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀

行三鷹口座が仮差押えされるまで，ＳＢＩ証券に株取引の資金を入

金し，巨額の株取引を行っていたものと推認される。 

      したがって，以上の事情を総合すれば，第１審被告Ｂは，平成２２

年５月２７日，日本振興銀行の債権者等から民事責任を追及される

ことを覚悟し，債権者等から預金の仮差押えを受けること避けるた

め，当時残高が約８１４０万円あった第１審被告Ｂ名義の三菱東京

ＵＦＪ銀行日本橋口座から第１審被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行

三鷹口座宛てに２回に分けて合計８０００万円を移動させ，その

後，上記８０００万円の移動の理由を説明するために急きょ第１審

被告Ｃと示し合わせて本件合意書１を作成したものと推認される。 

       よって，本件贈与契約１は通謀虚偽表示で無効であるから，第１審

被告Ｂは，第１審被告Ｃに対し，８０００万円の不当利得返還請求権

を有している。 

      第１審被告Ｂが第１審被告Ｃに対し上記不当利得返還請求権を行使
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していないこと 

       弁論の全趣旨によれば，第１審被告Ｂは，第１審被告Ｃに対し，上

記不当利得返還請求権を行使していないことが認められる。 

      第１審被告Ｂが無資力であること 

       前記説示のとおり，第１審被告Ｂは第１審原告に対し３７億５６９

３万４８２６円の損害賠償債務を負っているところ，現時点において

第１審被告Ｂがめぼしい財産を所有していることをうかがわせる証拠

はないから，第１審被告Ｂは無資力であることが認められる。 

      したがって，第１審原告は，第１審被告Ｃに対し，債権者代位権に

基づき８０００万円の不当利得返還請求をすることができる。 

    ６ 第１審被告Ｃに対する詐害行為取消権の成否について 

      次に，第１審被告Ｃに対する詐害行為取消権の成否について判断す

る。なお，第１審被告Ｂの第１審被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行三鷹

口座への８０００万円の送金に関してされた本件贈与契約１が通謀虚偽

表示で無効であることは上記説示のとおりであるが，本件では本件贈与

契約２が詐害行為取消権の対象となるか否かを判断する必要があるの

で，本件贈与契約１についても，予備的判断として併せて判断すること

とする。以下では，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃが本件合意書１を作成

し，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃが離婚すること，第１審被告Ｂは第１

審被告Ｃに対し離婚に伴う慰謝料，財産分与及び養育費として８０００

万円を支払うことを合意したことを前提とすることとする。 

 本件各贈与契約の詐害行為性について 

ア 第１審被告Ｂから第１審被告Ｃへの財産移転 

前提事実及び上記の前提によれば，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃ

は平成２２年５月２４日付けで本件合意書１を作成し，第１審被告

Ｂと第１審被告Ｃとは離婚すること，第１審被告Ｂは第１審被告Ｃ



- 42 - 

に対し離婚に伴う慰謝料，財産分与及び養育費として８０００万円

を支払うことなどを合意したこと，第１審被告Ｂは同月２７日第１

審被告Ｃに対し８０００万円を振込送金したこと，第１審被告Ｂと

第１審被告Ｃは同年６月１日に協議離婚の届出をしたこと，第１審

被告Ｂと第１審被告Ｃは同年１１月９日付けで再度本件合意書２を

作成し，第１審被告Ｂは第１審被告Ｃに対し離婚に伴う財産分与と

して１億２０００万円を支払うことなどを合意したこと，第１審被

告Ｂは同月１０日第１審被告Ｃに対し１億２０００万円を振込送金

したことが認められるから，上記８０００万円は離婚に伴う慰謝料，

財産分与及び養育費の趣旨で，上記１億２０００万円は離婚に伴う

財産分与の趣旨で，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの合意により支

払われたものというべきである。 

イ 第１審被告Ｂの無資力 

 前記４の認定事実によれば，第１審被告Ｂは， 

ａ 本件合意書１の作成日付である平成２２年５月２４日時点に

おいて，①シンガポール銀行口座にもともと預金されていた前

記４

（１億２５３３万７９８４円，３００万円の定期預金が存在し

ていれば１億２８３３万７９８４円である。），③株式会社西

武ホールディングスの株式（評価額４１０万円程度），④マン

ション（固定資産税評価額６００万円程度）を有していたこと 

ｂ 本件合意書２の作成日付である同年１１月９日時点において，

①シンガポール銀行口座からＬ弁護士預り金口座に入金された

２億８６００万５６７０円（なお，この時点でシンガポール銀

行口座は存在しない。），②銀行預金（６３５万５６８８円，

３００万円の定期預金が存在していれば９３５万５６８８円），
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③株式会社西武ホールディングスの株式（評価額４１０万円程

度），④マンション（固定資産税評価額６００万円程度）を有

していたこと 

がそれぞれ認められる。なお，第１審被告Ｂが他に見るべき資産

を有していることをうかがわせる証拠はない 

 他方，前記４の認定事実によれば，第１審被告Ｂは，上記マン

ションに設定された抵当権の被担保債務を負っていたが，当該抵

当権の設定日が同年２月２６日であることからすると，被担保債

務２１２０万円のうちの相当部分が残存していたものと認められ

る。 

また，第１審被告Ｂが３７億５６９３万４８２６円の債務を負

うことは，第１事件において認定・説示したとおりである。 

 したがって，本件各贈与契約及び同各契約に基づく財産移転行

為により，第１審被告Ｂの一般財産が更に減少し，結果として第

１審原告がより一層完全な弁済を受けられなくなるというべきで

あるから，第１審被告Ｂは，本件各贈与契約締結時，無資力であ

ったと認められる（なお，第１審被告Ｂが現時点において無資力

であることは前記５⑷に説示したとおりであり，本件各贈与契約

締結時の後に資力が回復したこともなかった。）。 

ウ 本件各贈与契約の詐害行為性 

 ところで，離婚に伴う財産分与が詐害行為取消権行使の対象と

なるか否かについて検討するに，離婚に伴う財産分与は，民法７

６８条３項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり，財産分与

に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の

事情がない限り，詐害行為とはならないと解するのが相当であり

（最高裁判所昭和５７年（オ）第７９８号同５８年１２月１９日
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第二小法廷判決・民集３７巻１０号１５３２頁），仮に上記要件

が認められると判断された場合でも，詐害行為取消権の行使の対

象となるのは，不相当に過大な部分であり，かつ，その限度に限

られると解するのが相当である（最高裁判所平成１０年（オ）第

５６０号同１２年３月９日第一小法廷判決・民集５４巻３号１０

１３頁。以下「平成１２年最高裁判決」という。）。 

         また，離婚に伴う慰謝料として配偶者の一方が負担すべき損害

賠償債務の額を超えた金額を支払う旨の合意は，上記損害賠償債

務の額を超えた部分について，詐害行為取消権行使の対象となる

と解するのが相当である（平成１２年最高裁判決）。 

         そこで，以下，これらの判断枠組みにより検討する。 

 本件贈与契約１について 

ａ 共同財産の清算的要素 

 第１審被告Ｂが本件合意書１の作成日付である平成２２年

５月２４日時点 ａの

とおりであるところ，これ（ただし，株式会社みずほ銀行丸

之内支店の普通預金４６３６万６３６８円のうち４５００万

円は同月２７日に出金されており，本件合意書１の作成頃に

出金が予定されていたと解されるから，これを除いた部分）

は夫婦共同財産の清算をするに当たって考慮すべき第１審被

告Ｂの積極財産に当たるというべきである。 

     他方，第１審被告Ｂが上記時点において前記マンションに

設定された抵当権の被担保債務である２１２０万円のうちの

相当部分

あり，これは夫婦共同財産の清算をするに当たって考慮すべ

き第１審被告Ｂの消極財産に当たるというべきである。 
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 さらに，前記４の認定事実によれば，第１審被告Ｂが上記

時点において有していた積極財産のうちシンガポール銀行口

座及び三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座については，その全部

又はほとんどが，日本振興銀行株式を売却した譲渡代金が資

金移動されたものであると認められるが，第１審被告Ｂが日

本振興銀行株式を取得するに当たり，第１審被告Ｄその他の

親族からその購入資金の一部の提供を受けており，また，第

１審被告Ｃに一部の寄与があったことは否定できないが，日

本振興銀行株式は，基本的には第１審被告Ｂが日本振興銀行

の経営に携わる過程において，その能力と才覚に依拠して取

得し，その価値を高めたものであり，夫婦の共同財産を清算

するという趣旨からすれば，同株式ないしその譲渡代金を夫

婦の積極的な共同財産に含める以上，第１審被告Ｂが同じく

同行の取締役としての職務を遂行する過程で上記の積極的な

共同財産の取得・形成と密接に関連して負った第１審被告Ｂ

の本件損害賠償債務についても夫婦の消極的な共同財産に含

まれると解するのが相当であって，前者を夫婦の積極的な共

同財産に含めながら，後者を夫婦の消極的な共同財産に含め

ないことは権衡を欠くといわざるを得ない。 

           そして，第１審被告Ｂが３７億５６９３万４８２６円の債

務を負うことは，第１事件において認定・説示したとおりで

あるから，これと，上記 の第１審被告Ｂの積極財産及び消

極財産とを合算すると，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃが清算

すべき共同財産はマイナスということになる（なお，念のた

め述べると共同財産の清算に当たり，仮に日本振興銀行株式

ないしその譲渡代金に由来する財産を第１審被告Ｂの積極財
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産に含めず，３７億５６９３万４８２６円の債務を第１審被

告Ｂの消極財産に含めないとしても，第１審被告Ｂの積極財

産は，株式会社みずほ銀行丸之内支店の預金４６３６万６３

６８円のうちの１３６万６３６８円，株式会社西武ホールデ

ィングスの株式５０００株（評価額４１０万円程度）及び前

記マンション（固定資産税評価額６００万円程度）にすぎず，

これと前記マンションに設定された抵当権の被担保債務を合

算すると，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃが清算すべき共同財

産はマイナスということになる。）。 

 こうした事情に加え，前記のとおり，協議離婚の話が出て

きた経緯が唐突であり，離婚届作成時に第１審被告Ｂと第１

審被告Ｃとの婚姻関係が破綻していたことを認めるに足りる

的確な証拠はないし，破綻原因が何かについても明確な立証

はないことをも勘案すると，第１審被告Ｂが本件贈与契約１

に基づき第１審被告Ｃに資金移動した８０００万円は，共同

財産の清算としての財産分与としては不相当に過大であり，

財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りる

特段の事情があるというべきである。 

ｂ 離婚による損害賠償（慰謝料）の要素 

          本件贈与契約１に基づく８０００万円の支払が慰謝料の趣旨

を含むものであることは上記のとおりであるが，協議離婚の届

出時，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの婚姻関係が破綻してい

たことを認めるに足りる的確な証拠はなく，破綻原因が何かに

ついても明確な立証がないことも上記のとおりであり，第１審

被告Ｂが第１審被告Ｃに対し，損害賠償（慰謝料）債務を負担

していると断ずることはできないから，本件贈与契約１のうち
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慰謝料を支払う旨の合意部分は，不相当に過大であり，財産分

与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りる特段の事

情があるというべきである。 

ｃ 養育費の要素 

          本件贈与契約１に基づく８０００万円の支払が養育費の趣旨

を含むものであることは上記のとおりであるが，養育費はその

性質上定期的に支払われるべきものであり，第１審被告Ｂが支

払時期が到来していない養育費をまとめて支払ったことは，そ

の期限の利益を放棄したものにほかならないところ，期限は原

則として債務者の利益のために定められており，その放棄は債

務者の義務の履行ではないから，期限の利益の放棄は代物弁済

や担保の提供等と同じ性質の行為として詐害行為となると解す

るのが相当である。したがって，第１審被告Ｂの上記行為は，

詐害行為取消権行使の対象になるというべきである。 

ｄ よって，本件贈与契約１は，その全部が詐害行為取消権行使

の対象になるというべきである。 

 本件贈与契約２について 

第１審被告Ｂが本件合意書２の作成日付である平成２２年１１

月９日時点において

あるところ，これは夫婦共同財産の清算をするに当たって考慮す

べき第１審被告Ｂの積極財産に当たるというべきである。他方，

上記時点で前記マンションに設定された抵当権の被担保債務２１

２０万円のうちの相当部分が残存しているものと認められること

や，第１審被告Ｂが３７億５６９３万４８２６円の損害賠償債務

を抱えており，これらは夫婦共同財産の清算をするに当たって考

慮すべき第１審被告Ｂの消極財産に当たるというべきであること
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は，本件贈与契約１の場合と同様である。したがって，上記時点

でみても，第１審被告Ｂと第１審被告Ｃが清算すべき共同財産は

マイナスである（なお，仮に日本振興銀行株式ないしその譲渡代

金に由来するＬ弁護士預り金口座の２億８６００万５６７０円を

第１審被告Ｂの積極財産に含めず，３７億５６９３万４８２６円

の債務を第１審被告Ｂの消極財産に含めないとしても，第１審被

告Ｂと第１審被告Ｃが清算すべき共同財産はマイナスである。）。 

この点を措くとしても，前提事実及び前記４の認定事実によれ

ば，本件贈与契約１においては清算条項を置いていること，前記

４ Ｂの身柄拘束中にさ

れたものであり，特に同③の送金はシンガポール銀行口座を閉じ

ることに伴ってされたものであることが認められるから，本件贈

与契約２は，シンガポール銀行口座に預金していた資金を国内に

移転し，保釈保証金として裁判所に納付した後の残額を分配・送

金する過程でされたものというべきであって，第１審被告Ｂと第

１審被告Ｃとの間に真に共同財産を清算する意図があったといえ

るかも疑問である。 

         したがって，本件贈与契約２は，それが不相当に過大であるこ

とはもちろん，財産分与に仮託してされた財産処分であるという

べきであって，詐害行為取消権行使の対象になる。 

 第１審被告Ｂの詐害の意思について 

ア 前記５⑴イの①ないし⑦の事実によれば，第１審被告Ｂは，自ら

に対する民事責任追及の可能性ないし蓋然性が高いことを察知し，

それを免れ資産を隠匿する目的で本件贈与契約１（及び同契約に基

づく資金移転行為）を行ったと認めるのが相当であるから，第１審

被告Ｂには詐害の意思があったというべきである。 
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イ また，上記アの事情に加え，本件贈与契約２及び同契約に基づく

１億２０００万円の資金移動は，シンガポール銀行口座を閉じるこ

とに伴ってＬ弁護士預り金口座宛てに振込送金された資金を原資と

してされたこと，証拠（丙Ａ２，原審における第１審被告Ｂ本人）

によれば，本件合意書２は第１審被告Ｂが身柄拘束中に取り交わさ

れたものであることが認められることを考慮すれば，第１審被告Ｂ

には本件贈与契約２（及び同契約に基づく資金移転行為）の当時，

詐害の意思があったと認めるのが相当である。 

⑶ 第１審被告Ｃの善意について 

ア 第１審被告Ｃは，第１審被告Ｂの逮捕報道以前に，テレビで第１

審被告Ｂや日本振興銀行に関する報道を見たことはなく，本件贈与

契約１当時，第１審被告Ｂが銀行経営に関して個人的に損害賠償責

任を負うことを知りようがなかったなどとして，本件贈与契約１の

当時善意であった旨主張し，第１審被告Ｃの供述等（原審における

第１審被告Ｃ本人，丙Ａ３）中にはこれに沿うかのごとき供述等が

ある。 

        しかしながら，証拠（丙Ａ３）によれば，第１審被告Ｃは，第１

審被告Ｂと婚姻する前，教職に就いていた経歴があることが認めら

れる上，前提事実，前記４の認定事実及び証拠（甲ロ４０の１）に

よれば，第１審被告Ｂは，平成２２年５月１０日，日本振興銀行の

取締役会長兼代表執行役を辞任したこと，日本振興銀行は，同月１

７日，平成２１年度（平成２２年３月期）決算において５１億円の

赤字に転落したことを発表したが，同年５月１８日の新聞紙上では，

第１審被告Ｂの辞任が同行の赤字転落の責任を明確化するためであ

るという報道がされたことが認められ，上記のとおり，離婚届作成

時に第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの婚姻関係が破綻していたこと
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を認めるに足りる的確な証拠はなく，破綻原因が何かについても明

確な立証はないから，これらの事情を総合すると，第１審被告Ｂの

銀行経営に関する損害賠償責任について全く知りようがなかったな

どとする第１審被告Ｃの上記供述等を直ちに信用するには躊躇を覚

えざるを得ず，他に第１審被告Ｃの善意を認めるに足りる証拠はな

い。 

イ 上記の事情に加え，証拠（丙Ａ３，原審における第１審被告Ｃ本

人）によれば，本件贈与契約２は第１審被告Ｂの逮捕・起訴後にさ

れたものであり，第１審被告Ｃは第１審被告Ｂと顔を合わせること

なく本件合意書２を作成したことが認められるから，第１審被告Ｃ

が，第１審被告Ｂの法的責任や今後の責任追及の見込み等について

何も知らなかったというのは，不自然というほかはない。したがっ

て，第１審被告Ｃが，本件贈与契約２の当時善意であったと認める

こともできない。 

⑷ したがって，本件各贈与契約は，いずれもその全部が詐害行為取消

権行使の対象となるというべきである。」 

  ⑺ 原判決１０２頁１９行目の「証拠」から２３行目の「認められ，」まで

を「証拠（甲ロ３４）によれば，第１審被告Ｄは，平成１８年６月１日か

ら平成２３年２月１日までの間，第１審被告Ｂが取締役として実質的に経

営していたＤＭＤＪＡＰＡＮにおいて監査役であったことが認められる。

また，証拠（丙Ｂ６）及び弁論の全趣旨によれば，第１審被告Ｄは，同じ

金融機関である株式会社北陸銀行に勤務している上，７５００万円を支払

って日本振興銀行株式を取得した同行の株主であったことが認められるか

ら，第１審被告Ｄは，同じ金融機関に勤務する者として，また，株主とし

て，同行の状況に強い関心を抱いていたことが推認される。そして，」と

改める。 
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２ 当審における第１審被告らの主張（前記第２の４の第１審被告Ｃの主張及び

前記第２の５の第１審被告Ｄの主張を除く。）に対する判断 

  ⑴ア 第１審被告らは，前記第２の３⑴のとおり主張する。 

     しかしながら，①銀行の取締役に対しても，一般の株式会社の取締役と

同様，いわゆる経営判断の原則が適用される余地はあるが，銀行業が広く

預金者から資金を集め，これを原資として企業等に融資することを本質と

する免許事業であること，銀行の取締役は金融取引の専門家であり，その

知識経験を活用して融資業務を行うことが期待されていること，万一，銀

行経営が破綻し，あるいは危機に瀕した場合には，預金者及び融資先を始

めとして社会一般に広範かつ深刻な混乱を生じさせることなどを考慮する

と，融資業務に際して要求される銀行の取締役の注意義務の程度は，一般

の株式会社の取締役の場合に比べ，相当程度高い水準のものであると解す

るのが相当であり，銀行の取締役にいわゆる経営判断の原則が適用される

と解されるとしても，その余地はその分だけ限定的なものにとどまるもの

というべきであること，②(ⅰ)日本振興銀行による本件各債権買取契約の

買取代金の支払が，預金とは区別された金銭によりされたものであるとは

いえないこと，(ⅱ)日本振興銀行の預金残高は，平成２０年３月３１日時

点で約１２７４億円，平成２１年３月３１日時点では約４０２２億円であ

ったところ，本件各債権買取りの買取金額は合計約４６０億円に上り，ア

レンジメント･フィーや債権再譲渡代金等を控除した純増額も１７６億５

７９０万６１６１円であったこと，(ⅲ)日本振興銀行は，本件各債権買取

契約により，本件買取債権の債務者から債権の回収を図り，場合によって

はＳＦＣＧからも保証債務の履行の形で回収を図ることになることが認め

られ，これらの事情によれば，本件各債権買取りは，直接的には融資業務

に当たらないとしても，広く預金者から集めた資金を投じた上で，本件買

取債権の債務者又はＳＦＣＧからその回収を図る必要があるものであるか
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ら，第１審被告Ｂが本件各債権買取りの可否・当否を決定するに当たって

は，一般の株式会社の取締役の場合に比べ相当程度高い水準の注意義務が

課せられていたと解するのが相当であること，③第１審被告Ｂはノンバン

クの顧客を日本振興銀行の顧客として取り込むことを狙っていたことがう

かがわれ，そのこと自体は経営判断の一つであるというべきであるが，他

方，銀行の取締役の注意義務の程度は相当程度高い水準のものであると解

され，経営判断の原則が適用される余地はその分だけ限定的なものにとど

まることも上記のとおりであるから，本件各債権買取りの背景に顧客基盤

の拡充という日本振興銀行の経営戦略があったとしても，そのことから直

ちに，取締役に広汎な裁量が認められたり，求められる注意義務の程度が

軽減されたりするものとは解されないこと，④したがって，第１審被告Ｂ

に善管注意義務違反が認められるか否かは，(ⅰ)本件買取債権自体（本件

買取債権の債務者の経営状況や資産状態等）を調査するとともに，その信

用力に依拠するＳＦＣＧの経営状況等をも調査し，その安全性を確認して

本件各債権買取りを決定したか否か，(ⅱ)確実な担保を徴求するなど，相

当の措置が講じられたか否かを踏まえ，銀行の取締役として求められる水

準に照らし，第１審被告Ｂが本件取締役会決議において本件各債権買取り

を承認したことが合理性を有するものであったか否かにより判断すべきで

あること，⑤そのような観点から第１審被告Ｂに日本振興銀行の取締役と

しての善管注意義務違反があったか否かについて検討すると，本件買取債

権はその回収可能性に相当程度疑念を生じさせる状況にあったにもかかわ

らず，日本振興銀行のしたデューデリジェンスは名ばかりで，本件買取債

権の調査は甚だ不十分であり，同債権を買い取ると決断するに当たっての

安全性の確認も十分とはいえないこと，その信用力に依拠することを企図

したＳＦＣＧの経営状態は極めて危険な状態にあり，第１審被告Ｂはその

ことを十分認識していたこと，それにもかかわらず，日本振興銀行がＳＦ
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ＣＧから徴求した担保は甚だ不十分であるというほかなく，日本振興銀行

が相当な措置を講じていたということは到底できないこと，第１審被告Ｂ

はこうした状況の下にありながら，短期的な収益の確保ないし危殆状況下

における投下資金の回収等のために本件各債権買取りの承認決議に賛同し

たというべきであることが認められるから，第１審被告Ｂには日本振興銀

行の取締役としての善管注意義務違反があったというべきであることは，

原判決が説示するとおりである。 

   イ ところで，この点に関し，第１審被告らは様々な主張をするが，次のと

おり，いずれも採用することはできない。 

     第１審被告らは，平成２１年最高裁決定は明示的に「融資業務に際し

て」と判示しているところ，本件各債権買取りは融資業務に当たらない

から，本件を融資業務と同視して注意義務の程度を一般の株式会社の取

締役の場合に比べ高い水準のものとし，経営判断原則の余地を限定する

ことは相当でないと主張するが，本件各債権買取りについても，その原

資が広く預金者から集めた資金であること，本件買取債権の債務者又は

ＳＦＣＧからその債権を確実に回収する必要があること，銀行経営が破

綻しあるいは危機に瀕した場合に預金者及び融資先を始めとして社会一

般に広範かつ深刻な混乱を生じさせることは融資の場合と同様であり，

第１審被告Ｂが本件各債権買取りの可否・当否を決定するに当たっては

融資業務に際して要求されるのと同様の注意義務が要求されるというべ

きであるから，第１審被告らの上記主張は採用することができない。 

     第１審被告らは，本件各債権買取りの過半に当たる再譲渡部分は，従

前の債権買取りにおける買取債権を相対的に問題のないものに入れ替え

るために行われたものであり，この再譲渡は買取債権全体の質を高める

方向に働くから，本件各債権買取りの判断の合理性を支える事情である

と主張する。 
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      しかしながら，日本振興銀行がＳＦＣＧとの間で，買取りの対象とな

った貸付債権について，債務者がその後に支払を延滞した場合はＳＦＣ

Ｇとの間で当該債権を額面金額で再びＳＦＣＧに対して譲渡する再譲渡

契約を締結し，買取りの対象となった貸付債権の債務者が取引履歴の開

示を請求したり，弁護士が介入したり，過払金返還請求訴訟が提起され

たりした場合はＳＦＣＧとの間で当該債権に係る債権買取契約を一部解

除し，ＳＦＣＧが日本振興銀行に対し債権額面金額からアレンジメン

ト・フィー及び当該債権につき支払われた弁済金を控除した残額を返還

する旨合意し，日本振興銀行が，その枠組みに従って，平成２１年２月

までの間，ＳＦＣＧとの間で債権再譲渡契約や債権買取一部解除合意を

行ったことは，原判決が認定するとおりであり，本件各債権買取りの際

に同時に既存の買取債権の再譲渡等がされているものの，それは，本件

各債権買取りがされる以前に締結された債権買取契約に基づくものであ

って，本件各債権買取りの承認の結果としてされたものではなく，別個

の原因によって行われたものである。また，債権買取りに際して行われ

たというデューデリジェンスは名ばかりのものであって，買取債権の調

査が甚だ不十分であったことは原判決が説示するとおりであるから，新

債権が旧債権と質的に同じか，それ以上に良質なものであったというこ

ともできない。したがって，第１審被告らの上記主張は採用することが

できない。 

 第１審被告らは，日本振興銀行は，ＳＦＣＧの平成２０年７月期有価

証券報告書記載の貸倒引当金が営業貸付金総額の約５．９％であったこ

とを前提として，保守的に貸倒率を１割以下と見積もってＳＦＣＧの保

証残高総額の約１割を超える物的担保を徴求し，担保株式の価格が下落

した際には追加担保を徴求していたから，買取債権の担保として十分で

あったと主張するが，ＳＦＣＧの営業貸付金総額に対する貸倒引当金の
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割合が適切なものであったことを認めるに足りる的確な証拠はなく，か

えってＳＦＣＧにいたＨ財務部長の陳述書（甲イ５９）中には，有価証

券報告書中の営業貸付金総額に対する貸倒引当金の割合が正しい数字か

どうか分からない，もっと多くの延滞が生じていたと思うが，そもそも

ＳＦＣＧの有する債権の実態や残高など，誰に聞いても正確なところは

分からないなどとの陳述記載があり，また，日本振興銀行にいたＩ執行

役がノンバンク勤務当時の感覚では融資後半年位の間に顧客の２割ない

し４割程度が不渡りを出して倒産しており，そのことを第１審被告Ｂに

報告していたことが認められるから，日本振興銀行において貸倒れリス

クを回避する措置が十分採られていたということが到底できないことは

原判決が説示するとおりである。 

なお，第１審被告らは，有価証券報告書は公認会計士又は監査法人の

監査証明を得た上で内閣総理大臣に提出される書類であり，そこに記載

された数字は正確であることが強く期待されると主張するが，Ｉ執行役

は上記のとおり第１審被告Ｂに報告していたのであって，ＳＦＣＧの有

価証券報告書記載の貸倒率の正確性に疑問を抱かせる状況にあったので

あるから，第１審被告らの上記主張は採用することができない。 

また，第１審被告らは，金融庁の「貸金業制度等に関する懇談会」に

おいて配布された資料（乙Ａ８の２）において，昭和５４年から平成１

８年までの期間において消費者金融大手５社の合計貸倒率が１０％を超

えたことはないとの統計が示されているから，貸倒率を１割以下と見積

もることの合理性が裏付けられると主張するが，上記資料は，本件の商

工ローンとは異なる消費者ローンに関するものであり，しかも，統計の

時期も過払金返還請求訴訟が本格化する前の平成１８年までに限られた

ものであるから，上記資料により貸倒率を１割以下と見積もることの合

理性が裏付けられるということはできず，第１審被告らの上記主張は採
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用することができない。 

     第１審被告らは，ＳＦＣＧと日本振興銀行の保証契約に基づいてＳＦ

ＣＧが負担する一切の債務につきＳＭＥＧが保証する旨の保証委託契約

を締結したのは本件各債権買取り後の平成２１年１月２６日であるが，

第１審被告Ｂは，平成２０年１０月頃から，ＳＦＣＧが日本振興銀行に

対する保証債務を履行できなくなった場合に備えて，ＳＦＣＧの保証債

務とＳＦＣＧのＳＭＥＧに対する貸付債権とを相殺することができるよ

うＳＦＣＧとＳＭＥＧとの保証委託契約を締結するよう指示していたも

のであり，実際にＳＭＥＧのＳＦＣＧに対する貸金債務を返済すること

なくＳＦＣＧの日本振興銀行に対する保証債務と相殺することができた

ことからすれば，ＳＦＣＧのＳＭＥＧに対する上記貸付が買取債権の保

全としての機能を有していたことは明らかであると主張するが，本件各

債権買取り当時，ＳＦＣＧのＳＭＥＧに対する貸金債権と日本振興銀行

のＳＦＣＧに対する債権を相殺することができる法律関係が成立してい

たことを認めるに足りる的確な証拠はなく，上記貸付けが事実上の担保

としての機能を有していたということができないことは原判決が説示す

るとおりであり，そのことは，仮に第１審被告Ｂが平成２０年１０月頃

からＳＦＣＧとＳＭＥＧとの保証委託契約を締結するよう指示していた

としても同様であるから，第１審被告らの上記主張は採用することがで

きない。 

     第１審被告らは，日本振興銀行がＳＦＣＧに債権を再譲渡したが，日

本振興銀行がＳＦＣＧから債権を買い取ることができない（したがっ

て，ＳＦＣＧが相殺に供すべき代金債権が存在しないことになる。）と

か，日本振興銀行がＳＦＣＧから債権譲渡代金の弁済を現実に受けるこ

とのできる見込みがない場合にはＳＦＣＧの信用力が問題となるが，債

権の再譲渡は日本振興銀行の権利であって義務ではなく，日本振興銀行
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において，債権の再譲渡をせず，債権を保有し続ければよいのであるか

ら，本件各債権買取りはＳＦＣＧの信用力に依拠したものではなく，Ｓ

ＦＣＧの信用力の有無やそれについての第１審被告Ｂの認識は本件各債

権買取りの合理性を減殺するものではないと主張する。 

しかしながら，日本振興銀行としては，本件買取債権の債務者から返

済を受けることを基本としつつも，ＳＦＣＧが当該債務を連帯保証する

とともに，本件買取債権のうち債務者が支払を延滞するなどした債権に

ついては，ＳＦＣＧが当該債権を額面金額で買い戻す義務を負うなどと

することにより，当該債権の買取代金の返還を受けることが担保された

仕組みであったからこそ，商工ローン債権を全て（その弁済可能性に関

わりなく）額面金額で買い取り，受領する利息も一律年４％とすること

に合意したものであり，本件各債権買取契約は，基本的にはＳＦＣＧの

有する貸付債権の売買契約（債権譲渡）の性質を有するものの，他方

で，ＳＦＣＧの信用力にも依拠し，これにより補完された取引であった

と解するのが相当であることは，原判決が説示するとおりであるから，

第１審被告らの上記主張は採用することができない。 

     第１審被告らは，原判決は，本件残存債権のうち利息制限法所定の制

限利率に基づき引き直し計算をした減額部分は，そもそも日本振興銀行

において法的に回収を図ることができなかったものであるとし，法的に

請求し得るかどうかの観点のみからその合理性を判断しているようであ

るが，日本振興銀行からの資金調達を望む第三債務者が日本振興銀行に

対して利息制限法に基づく引き直し計算を主張する可能性は高くなく，

仮にそのような主張がされることがあったとしても，一括して買い取っ

た債権全体において収益が出ている限り，本件債権買取り全体の合理性

が否定されることにはならないし，収益が出る見込みもあったから，本

件買取債権の中に利息制限法の制限を超える金利のものが含まれていた
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としても，そのことは本件各債権買取りの合理性を減殺するものではな

いと主張する。 

しかしながら，その当時は商工ローン業者及び消費者金融業者に対す

る過払金返還請求訴訟が増加する傾向にあったこと（顕著な事実），平

成２０年４月頃に日本振興銀行によるノンバンクからの債権買取りに関

する報道等においても過払金返還請求に関する指摘がされていたこと

（甲イ７９，８０），日本振興銀行の取締役会においても過払金返還請

求が行われることを心配する発言が出ていたこと（甲イ７８），実際，

過払金返還請求に対応するため，債権買取契約において弁護士介入等が

あった場合に譲渡契約を解除する旨の約定がされていたことからする

と，第三債務者が日本振興銀行に対して利息制限法に基づく引き直し計

算を主張する可能性が高くないとはいえない。また，本件各債権買取り

において，買い取った債権全体において収益が出る見込みがあったこと

を認めるに足りる的確な証拠もない。したがって，第１審被告らの上記

主張は採用することができない。 

  ⑵ 第１審被告らは，前記第２の３⑵のとおり原判決の損害の判断が不当であ

ると主張するので，検討する。 

   ア 第１審被告らは，債権買取契約の解除を行うのは，同時に債権買取りを

行って，保有する債権をより良い債権と入れ替えることができることが前

提であったから，ＳＦＣＧが破綻したことによって，新たな債権の買取り

も，債権買取契約の解除に基づく代金返還請求権の回収もできないような

場合に債権買取契約を解除して，譲受債権及びこれに付された物的担保を

手放すことは全く不合理なことであり，そのような場合にまで「本件買取

契約の一部解除をすることが予定されていた」ということはできないとこ

ろ，本件各債権買取りに係る買取債権についての債権買取契約の解除は第

１審被告Ｂが行ったものではないし，第１審被告Ｂが企図した結果でもな
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いから，ＳＦＣＧが破綻して本件譲渡解除債権に係る買取代金返還請求権

の回収ができなかったことによる損害は，第１審被告Ｂによる本件各債権

買取りの承認とは因果関係がないと主張する。 

     しかしながら，ＳＦＣＧは平成２１年２月２４日に民事再生手続開始決

定を受けたものであるところ，証拠（甲イ６４，２２７の１及び２）によ

れば，①同年３月２日に第１審被告Ｂ出席の下で開催された日本振興銀行

の取締役会の配付資料には，ＳＦＣＧからの譲受債権に関して，「⑴債権

譲渡契約を解除（再譲渡）して，不当利得返還請求権＝共益債権（再生債

権）として権利行使する。（配当率は，せいぜい２～３％，高くても１

０％は超えない）」及び「⑵過払債権をそのまま行使する。」の選択肢を

示した上，「上記⑴⑵のどちらが高いかを経営判断する。経済効果が高い

方の手段をとるべき。」と記載されていること，②その後，日本振興銀行

は同年３月１７日から同年６月１８日にかけて順次債権買取契約の一部解

除を行ったことが認められるのであって，その担当者が，日本振興銀行の

株式の相当部分を保有し，同行の取締役会長兼代表執行役を務めていた第

１審被告Ｂの了解を得ずに上記契約解除を行ったとは到底考えられず，上

記担当者は，第１審被告Ｂの指示又は承諾の下で上記契約解除を行ったも

のと推認される。また，上記取締役会の資料に上記記載がある中で日本振

興銀行が契約解除に踏み切ったということは，これを指示又は承諾した者

（第１審被告Ｂを含む。）は，契約解除による不当利得返還請求権を再生

債権（後に破産債権）として行使した方が経済効果が高いと判断したもの

と推認される。 

     したがって，第１審被告らの上記主張は，その前提を欠いており採用す

ることができない。 

   イ また，第１審被告らは，債権の買取りは債権の入替えのためのものであ

ることを前提に前記第２の３⑵イないしエのとおり主張するが，前記のと
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おり，本件各債権買取りの際に行われた既存の買取債権の再譲渡等は本件

各債権買取りがされる以前に締結された債権買取契約に基づくものであっ

て，本件各債権買取りの承認の結果としてされたものではなく，別個の原

因によって行われたものであるから，第１審被告らの上記各主張は，いず

れもその前提を欠いており採用することができない。 

 ３ 当審における第１審被告Ｃの主張に対する判断 

  ⑴ 第１審被告Ｃは，前記第２の４⑴のとおり主張するので，検討する。 

   ア 第１審被告Ｃは，第１審被告Ｂが日本振興銀行株式の売却代金が入金さ

れた三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座から金員が振込送金される前のシンガ

ポール銀行口座の預金に関して受領した利子からすると，平成２０年末の

時点で元金が２億６６６６万円あったことになり，その後第１審被告Ｂが

シンガポール銀行口座に合計６億円を送金したから，平成２２年５月下旬

頃及び同年６月頃の時点では，シンガポール銀行口座の預金残高は８億６

６６６万円であったと主張する。 

     しかしながら，第１審被告Ｂが，シンガポール銀行口座から，①同月９

日に第１審被告Ｄ名義の株式会社北陸銀行本店営業部の銀行口座宛てに１

億６２５０万円を振込送金し，②同年８月２０日にＬ弁護士預り金口座宛

てに９９９４万８５００円を振込送金し，③シンガポール銀行口座を閉じ

ることに伴い，同年１１月４日に同口座の残高であった１億８６０５万７

１７０円をＬ弁護士預り金口座宛てに振込送金したことは前記１⑹のとお

り原判決を訂正して認定したとおりであるところ，③の振込送金はシンガ

ポール銀行口座を閉じることに伴い行ったものであり，これにより上記口

座の残高はなくなったものと認められるから，同年５月下旬頃以降上記口

座から合計４億４８５０万５６７０円が出金されて最終的に残高がなくな

ったものであり，それ以外に上記口座から出金があったことをうかがわせ

る証拠はないから，同月下旬頃の上記口座の残高は合計４億４８５０万５
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６７０円であったと認めるのが相当である。 

     したがって，第１審被告Ｃの上記主張は採用することができない。 

   イ 第１審被告Ｃは，第１審被告Ｂ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座の

預金は，日本振興銀行株式の売却代金が入金される前の平成１８年１月か

ら平成２１年１０月２０日までの間に３２００万円も残高が増加したか

ら，株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の平成２３年８月３日時点の陳述書（甲

ロ３５の２）に基づき離婚時の三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座の残高を１

１５万円余とした原判決の認定は誤りであると主張するが，第１審被告Ｂ

名義の三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋口座の残高を見ると，平成２１年１０月

２７日にＤＭＤＪＡＰＡＮから６億４７４７万５０００円が振込入金され

る直前の残高は６０万６０８５円にすぎないし（甲ロ５８），第１審被告

Ｂが平成２２年５月２７日に第１審被告Ｃ名義の三菱東京ＵＦＪ銀行三鷹

口座宛てに合計８０００万円を送金した後の残高が１４０万０９０４円で

あったことは前記１⑹のとおり原判決を訂正して認定したとおりであるか

ら，第１審被告Ｃの上記主張は採用することができない（なお，本判決に

おいては，前記１⑹のとおり本件合意書１及び本件合意書２の作成日付の

時点での残高を認定した。）。 

   ウ 第１審被告Ｃは，楽天証券に対する預託金は，平成２２年５月下旬頃及

び同年６月頃の時点では存在せず，その後にシンガポール銀行口座の預金

を原資として楽天証券に預託されたものであるから，これを離婚時の第１

審被告Ｂの資産に計上した原判決の認定は誤りであると主張するところ，

このことは当事者間に争いがないから，前記１⑹のとおり原判決の認定を

訂正したところである。 

   エ 第１審被告Ｃは，第１審被告Ｂは離婚時に少なくとも７０００株の日本

振興銀行株式を保有しており，その価値は７億円を下らなかったから，こ

れを離婚時の第１審被告Ｂの資産に計上しなかった原判決の認定は誤りで
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あると主張し，離婚時の日本振興銀行株式の評価については第１審被告Ｄ

の主張を援用しているところ，離婚時の日本振興銀行株式の価値はほとん

どゼロであったと認定するのが相当であることは原判決が説示するとおり

である（なお，第１審被告Ｄの主張を踏まえた判断については，後記４⑴

で述べるとおりである。）から，第１審被告Ｃの上記主張は採用すること

ができない。 

   オ 第１審被告Ｃは，第１審被告Ｂは離婚時にメディア・コンセプトに２億

９０００万円の貸付債権を有しており，それは額面どおりの資産価値を有

していたから，これを離婚時の第１審被告Ｂの資産に計上しなかった原判

決の認定は誤りであると主張する。 

     しかしながら，証拠（甲ロ６１）によれば，①日本振興銀行はメディ

ア・コンセプトに対し，平成２１年８月１４日に貸し付けた３億円（以下

「本件貸付１」という。），同年９月１４日に貸し付けた３億円（以下

「本件貸付２」という。）の貸金債権を有していたが，メディア・コンセ

プトは，本件貸付１について一括返済期限である平成２２年７月２６日に

３００万円を返済し，同年８月に更に１０万円を返済しただけで，その余

の返済をせず，本件貸付２については一括返済期限である同年８月３１日

を経過しても全く返済せず，その後本件貸付１及び本件貸付２に係る債権

を譲り受けた第１審原告に対し平成２３年９月から平成２５年３月までに

返済したのもわずか９５０万円にとどまること，②メディア・コンセプト

の平成２２年９月期の営業利益は５３４７万円の赤字であったこと，③日

本振興銀行は同月３日にメディア・コンセプトの同年６月３０日を基準日

とする自己査定において同社の債務者区分を「実質破綻先」としたこと，

④メディア・コンセプトは平成２５年７月１０日に破産手続開始決定を受

けたところ，その配当率は２．０６％にすぎなかったことが認められ，こ

れらの事実によれば，第１審被告Ｂのメディア・コンセプトに対する債権
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は，離婚時においてほとんど無価値であったと認めるのが相当である。 

     したがって，第１審被告Ｃの上記主張は採用することができない。 

  ⑵ 第１審被告Ｃは，前記第２の４⑵のとおり主張する。 

    しかしながら，第１審被告Ｃの上記主張は，第１審被告Ｃの前記第２の４

⑴ア及びイの主張を前提とするものであるところ，それらの主張を採用する

ことができないことは前記⑴ア及びイのとおりであるから，第１審被告Ｃの

前記第２の４⑵の主張は採用することができない。 

  ⑶ 第１審被告Ｃは，前記第２の４⑶のとおり主張する。 

    しかしながら，第１審被告Ｂが日本振興銀行株式を取得するに当たり，第

１審被告Ｄその他の親族からその購入資金の一部の提供を受けており，ま

た，第１審被告Ｃに一部の寄与があったことは否定できないが，日本振興銀

行株式は，基本的には第１審被告Ｂが日本振興銀行の経営に携わる過程にお

いて，その能力と才覚に依拠して取得し，その価値を高めたものであり，夫

婦の共同財産を清算するという趣旨からすれば，同株式ないしその譲渡代金

を夫婦の積極的な共同財産に含める以上，第１審被告Ｂが同じく同行の取締

役としての職務を遂行する過程で上記の積極的な共同財産の取得・形成と密

接に関連して負った第１審被告Ｂの本件損害賠償債務についても夫婦の消極

的な共同財産に含まれると解するのが相当であって，前者を夫婦の積極的な

共同財産に含めながら，後者を夫婦の消極的な共同財産に含めないことは権

衡を欠くといわざるを得ないことは，前記１⑹のとおり原判決を訂正して説

示したとおりである。なお，確かに，第１審被告Ｂの本件損害賠償債務は，

これを負うことによって第１審被告Ｂの預貯金の形成に寄与したり，第１審

被告Ｂの日本振興銀行株式の保有に寄与したというものではないが，上記判

断を左右するものではない。 

    したがって，第１審被告Ｃの上記主張は採用することができない。 

  ⑷ 第１審被告Ｃは，前記第２の４⑷のとおり主張する。 
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    しかしながら，養育費はその性質上定期的に支払われるべきものであり，

第１審被告Ｂが支払時期が到来していない養育費をまとめて支払ったことは

その時期が義務に属しない支払をしたものであり，第１審被告Ｂは支払える

見込みのない多額の損害賠償債務を負うことが明らかになった後に時期が義

務に属しない支払をしたものであって，その行為も詐害行為取消しの対象と

なることは，前記１⑹のとおり原判決を訂正して説示したとおりであるか

ら，適正な養育費の額について判断するまでもなく，第１審被告Ｃの上記主

張は採用することができない。 

 ４ 当審における第１審被告Ｄの主張に対する判断 

  ⑴ 第１審被告Ｄは，前記第２の５⑴のとおり主張する。 

    確かに，日本振興銀行株式の価値について，平成２２年５月１７日発表さ

れた平成２１年度（平成２２年３月期）決算においては，同月３１日時点で

１株当たり１３万３０２２円９２銭であると記載されているが，①金融庁

は，平成２１年６月以降実施している立入調査の結果判明した事実として，

(ⅰ)日本振興銀行が多額の貸付けをしていたＳＭＥＧの債務者区分は「破綻

懸念先」とするのが相当であることや，(ⅱ)日本振興銀行が同年３月末時点

において既に５６１億１２００万円の債務超過に陥っており，単体での自己

資本率がマイナス１６．７８％であることを指摘していたこと（上記の決算

発表における記載は，これらの指摘を考慮していない。），②日本振興銀行

は平成２２年６月期において約１８７０億円の債務超過に陥っていたことが

認められ，これらの事情によれば，本件株式譲渡合意の時点において，日本

振興銀行株式の価値はほとんどゼロであったと認定するのが相当であること

は，原判決が説示するとおりである。 

    この点につき，第１審被告Ｄは，上記①(ⅰ)及び(ⅱ)は金融庁の一検査官

が意見を表明したものにすぎないと主張するが，それらは日本振興銀行につ

いて実際に検査を行った検査官の指摘であり，それが不当なものであること
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をうかがわせる証拠もない（むしろ，証拠（甲イ１２３）によれば，同年４

月１６日の金融庁検査局長の検査結果通知においても，ＳＭＥＧの債務者区

分は破綻懸念先が相当であり，日本振興銀行の平成２１年３月期における単

体自己資本比率が０％を下回り，貸借対照表の資産の部が負債の部を下回る

状況にあると見込まれるとされていることが認められる。）から，第１審被

告Ｄの上記主張は採用することができない。 

    また，第１審被告Ｄは，上記②は平成２２年７月２０日付けで自己査定マ

ニュアルが改訂された結果生じた事後的な事態にすぎないと主張するが，当

時日本振興銀行の代表取締役であったＭが，別件訴訟において，自己査定マ

ニュアルの改訂を納得して行った旨を証言しており（丙Ｂ５），その結果，

日本振興銀行は同年６月期において約１８７０億円の債務超過であることが

判明して破綻に至ったのであって，本件株式譲渡合意が行われた同年５月２

４日の時点では既に日本振興銀行は債務超過の状態にあり，その株式の価値

はほとんどゼロであったと認められるから，第１審被告Ｄの上記主張は採用

することができない。 

  ⑵ 第１審被告Ｄは，前記第２の５⑵のとおり主張する。 

    しかしながら，第１審被告Ｂと第１審被告Ｄが本件株式譲渡合意をしたの

は平成２２年５月２４日であるところ，その当時第１審被告Ｂが無資力であ

ったことは，第１審被告Ｃに対する請求について説示した（前記１⑹中の６

⑴イ）とおりであり，また，第１審被告Ｃに対する請求について挙げた事実

（前記１⑹中の５⑴イの①ないし⑦の事実）からすると，第１審被告Ｂは自

らに対する民事責任追及の可能性ないし蓋然性が高いことを察知し，債権者

を害することを知って本件株式譲渡合意をしたことは明らかであるから，第

１審被告Ｂには詐害の意思があったというべきである。 

    なお，確かに，証拠（甲ロ３１）及び弁論の全趣旨によれば，第１審被

告Ｂは，第１審被告Ｄから株式を買い戻したのと同時期に，自身が経営する
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会社の従業員であったＪらからも日本振興銀行の株式を買い戻したことが認

められるが，第１審被告Ｂが第１審被告Ｄから買い戻した株式が１２５０株

であるのに対し，Ｊらから買い戻した株式は合計でも２３５株にすぎない

し，第１審被告ＢがＪらから株式を買い戻した経緯も，その買戻しに当たっ

ての第１審被告Ｂ及びＪらの認識も具体的に明らかでないから，第１審被告

ＢがＪらから同時期に株式の買い戻しをしたからといって，本件株式譲渡合

意における第１審被告Ｂの詐害の意思に関する上記判断が左右されるもので

はない。 

  ⑶ 第１審被告Ｄは，前記第２の５⑶のとおり主張する。 

    しかしながら，①第１審被告Ｄは，平成１８年６月１日から平成２３年２

月１日まで第１審被告Ｂが取締役として実質的に経営していたＤＭＤＪＡＰ

ＡＮの監査役であったこと，②第１審被告Ｄは，同じ金融機関である株式会

社北陸銀行に勤務する者として，また，７５００万円を支払って日本振興

銀行株式を取得した同行の株主として，同行の状況に強い関心を抱いてい

たものと推認されること，③第１審被告Ｂが平成２２年５月１０日に日本振

興銀行の取締役会長兼代表執行役を辞任したこと，④日本振興銀行が同月１

７日に平成２１年度（平成２２年３月期）決算において５１億円の赤字に転

落したことを発表したが，同年５月１８日の新聞紙上では，第１審被告Ｂの

辞任が同行の赤字転落の責任を明確化するためであるという報道がされたこ

となどの事情に徴すると，第１審被告Ｄには，第１審被告Ｂが日本振興銀行

の役員としてした行為に関し，多額の損害賠償責任を追及され又は追及され

るおそれがあるとの認識がなかったということはできず，他に第１審被告Ｄ

の善意を認めるに足りる証拠がないことは，前記１⑺のとおり原判決を訂正

して説示したとおりであるから，第１審被告Ｄの上記主張は採用することが

できない。 

５⑴ 以上によれば， 



- 67 - 

ア 第１事件における第１審原告の第１審被告Ｂに対する請求は，３７億５

６９３万４８２６円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成２３

年９月１２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し，その余は理由がない

からこれを棄却すべきところ，これと同旨の原判決は相当であり，第１審

原告及び第１審被告Ｂの各控訴はいずれも理由がないからこれらを棄却す

るのが相当である。 

   イ 第２事件における第１審原告の第１審被告Ｃに対する請求は，８０００

万円の支払に関する請求については，第１審原告が当審において主位的請

求とした追加請求に理由があるからこれを認容するのが相当であり，１億

２０００万円の支払に関する各請求については，いずれも理由があるから

これらを認容すべきところ，これと同旨の原判決は相当であり，第１審被

告Ｃの控訴（ただし，１億２０００万円の支払に関する請求に関する部分

に限る。）は理由がないからこれを棄却するのが相当である。 

   ウ 第２事件における第１審原告の第１審被告Ｄに対する各請求はいずれも

理由があるからこれらを認容すべきところ，これと同旨の原判決は相当で

あり，第１審被告Ｄの控訴は理由がないからこれを棄却するのが相当であ

る。 

⑵ よって，主文のとおり判決する。 

    なお，原判決主文第２項の第１審被告Ｂと第１審被告Ｃとの間の平成２ 

２年５月２７日支払に係る８０００万円の贈与契約のうち１３１６万円を超

えて支払を約するとの合意部分を取り消す部分，第４項のうち第１審被告Ｃ

に対し６６８４万円及びこれに対する平成２３年９月１０日から支払済みま

で年５分の割合による金員の第１審原告への支払を命ずる部分並びに第６項

のうち第１審原告の第１審被告Ｃに対する請求に関する部分は，上記⑴イの

第１審原告が当審において主位的請求とした追加請求の認容によりいずれも
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失効していることから，これを主文で明らかにすることとする。 
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